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通信放送融合領域における新たな課題解決のための枠組みづくりの実践 

－IPDCフォーラムを事例として－ 

 

要旨 

 

通信と放送の融合は、いままで両者を明確に分けてきた既存の法制度、ビジネススキー

ムなどの再構築を促している。例えば技術規格策定のプロセスについても例外ではなく、

新たな枠組みが求められている。 

本稿では、通信放送融合領域におけるあるべき課題解決のための枠組みを明らかにする

ために、規格を提案する組織の数や同一レイヤーで検討される規格の数に着目した新たな

モデルを提案し、実際に IPDCフォーラムを設立・運営することにより、モデルの有効性を

検証している。本モデルは、現状、通信領域においては、多様な参加者、規格原案による

規格策定が行われ、放送領域では限定的なプレーヤー、規格原案によって行われるといっ

た両極の枠組みがある中、今後、多くの登場が見込まれる通信放送の中間領域に存在する

技術、サービスは、より通信的な枠組みを選ぶべきか放送的な枠組みを選ぶべきかを明ら

かにするものである。本モデルの有効性は、IPDCフォーラムの活動を研究対象として、IPDC

が現在抱えている課題が、通信的な枠組みにより解決できるものか、あるいは放送的な枠

組みにより解決できるものかを検証することによって立証している。 

この研究を通じて、通信放送領域における技術策定の枠組みについて、初めてモデル化

が行われ、また、そのモデルの仮説条件を満たす IPDC フォーラムという実際の組織の設立、

運営による検証を行った結果、そのモデルが有効に機能することが明らかとなった。 
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Summary 

 

Telecom and broadcasting convergence presses restructuring of existing legal systems 

and business schemes and such which clearly divided both up to now. For example the 

process of a technological decision is no exception. Therefore, the new frame is 

required. 

This thesis proposes the new model that applies the focus to a number of organizations 

that propose standard and standards discussed by the same layer to clarify the frame 

for problem solution that should be in the telecom and broadcasting convergence field. 

At present, broadcasting is a situation in which the number of organizations that 

propose standard and standards discussed is limited; on the contrary, telecom is the 

opposite. This model clarifies which new technologies and services that exist in the 

telecom and broadcasting convergence field are better to select the telecom frame 

or broadcast frame. Effectiveness of this model is proven by which frame of telecom 

or broadcasting can solve the problems that newer telecom and broadcasting convergence 

services have. 

This thesis brings up the IPDC Forum I founded and managed as a case. This research 

is modeled around the frame for problem solution in telecom and broadcasting 

convergence field for the first time, and is clarified by the fact that the model 

functioned effectively by the result of the verification that the IPDC Forum is founded 

and managed. 
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第１章  はじめに 

 

IPDC（IPデータキャスト）とは、IP（インターネットプロトコル）を通信、

放送の区別なく、あらゆるデジタルインフラでのコンテンツデリバリープロト

コルとして利用すること、また、そのプロトコルを利用したサービスのことで

ある。 

2011年以降、通信の特にインターネット領域と放送領域の様相はインフラ面、

制度面から大きく変わっていくことになる。 

インフラ面では、通信領域においては、固定電話系で、次世代電話網 NGN1の

商用化が始まる予定であり、既存のフレッツ網に順次置き換わっていく。移動

体では第 3.9世代と言われる通信規格 LTE2の商用化が始まる予定となっている。 

一方、放送領域では、地上アナログテレビ放送の終了に伴い、今まで、アナ

ログ放送用に供されてきた VHF 帯を携帯端末向けマルチメディア放送に割り当

てる方針が示されている。 

これら通信放送領域の新インフラにおける共通点は、全てその運用レイヤー

の中に IP を含む点である。（以後、本稿において、断りなく通信といった場合

は IPネットワークの利用を前提にした通信の ICT分野の側面を指す） 

制度面では、「通信と放送の在り方に関する懇談会」における現状認識と対応

策が挙げられる。 

同懇談会の現状認識においては、現行の通信、放送領域におけるデジタル化、

IP 化などのイノベーション阻害要因として、硬直化した規制や技術革新を予期

していない数十年前の法律がベースとなっていることによる競争環境の未整備

などが挙げられ、その対応策として、著作権、環境整備、法体系見直しなどと

並んで、技術開発の在り方についても提言されており、そこでは、現在、法律

で義務付けられている NHK の研究と NTT の基盤研究についての見直しが提言さ

れている。 [総務省, 2006] 

このような環境から、IPを基盤にした通信放送をまたがるコンテンツデリバ

リーネットワークの在り方の一つとして、IPDCの環境整備が急がれている。 

                         
1 NGN：Next Generation Network。IP技術を利用した次世代電話網であり、電話・データ

通信・ストリーミング放送の融合したマルチメディアサービスを実現することができる。 
2 LTE：Long Term Evolution。2010年以降に導入される予定の新たな携帯電話の通信規格。

IPパケット通信のみをサポートし、音声通話にも IPを利用する。 
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本稿は、通信放送の中間にあたる本領域における課題解決の在り方を既存の

通信、放送両領域における技術規格策定思想、プロセスより、規格策定に携わ

る組織の観点からモデル化し、実際に本領域の課題に関する検討を行う組織を

構築することで、検証するものである。 

 

本稿の第２章では、本稿において中心的に取り上げる IPDCとはどのようなも

のかを概説し、インフラ面、制度面の通信放送融合においてどのように位置付

けられるのかを見ることで、IPDCが推進する枠組みの必要性について述べる。 

第３章では、現状の日本の通信、放送それぞれの規格策定プロセスの特性に

関わる要素を切りだし、通信放送融合領域の先駆的なサービスである IPTVをこ

れに当てはめることで、通信放送融合領域における枠組みの在り方について比

較検討可能なモデルを構築することを試みる。 

第４章では、第３章で提案されたモデルについて IPDCへの適用を試みる。そ

の前提として、世界各国や日本において、現在まで IPDCについてどのような取

組みがなされてきたかを概説し、その上で、現状、どのような課題が存在する

のかを明らかにし、その課題の比重から、モデル上のどの位置にプロットされ

るべきかを導き出す。 

第５章、６５章では、モデルの条件を満たす組織である IPDCフォーラムの組

織設計について述べる。 

第５章では、モデルの条件を満たすために、どのような組織を構想すべきで

あるかの方針を示し、また、実際にそのような組織を構築するためにどのよう

な活動を行ったかについて記述する。第６章では、第５章の方針に従って、設

立された IPDCフォーラムにおいて、どのような活動を行うことで、課題を解決

しようとしているかを見ていく 

第７章では第５章、６章の活動が当初の課題に対して、正しく対応している

かを検証する。 

第８章ではまとめとして、本稿の意義、残された課題、活動を通じての筆者

からの今後の提言などを行う。 
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第２章 IPDC における課題解決枠組み検討の必要性 

 

本稿では、通信放送融合領域におけるあるべき課題解決の枠組み策定のモデ

ルケースとして、IPDC を取り上げる。本章では、まず、IPDCとは何か、現在の

デジタルメディアにおいて、どのような位置付けとなるのか、なぜ、IPDC が推

進されるべきであるのかを見ていく。 

 

 

第１節 IPDC とは何か 

 

IPDCは、激しい技術革新やサービス開発が行われている段階で、現時点で一

義的に定義を行うことは困難であり、ITUや ISO、IETFといった国際標準化組織

でも、広く認定された定義が未だ存在せず、IPDC を推進しようとする組織がそ

れぞれ定義を行っている状態である。 

ここでは、それら組織によるいくつかの定義を紹介する。 

 

 

（１） DVB-IPDC による定義 

EUでは、欧州単一のマーケットをつくり、それを促進するという観点から情

報通信分野の標準化に熱心であり、IPDCについても既に定義が為されている。 

DVB（デジタルビデオブロードキャスティング）プロジェクトは、欧州電気通

信標準化機構 (ETSI) 、欧州電気標準化委員会 (CENELEC) 、欧州放送連合 

(EBU) によって設立された、250 以上の企業が参加するヨーロッパ諸国を中心に

採用されているデジタルテレビ規格を策定するコンソーシアムである。 

このフォーラムでは、IPDCをデジタルテレビにおいて利用するための技術規

格を公開しており、その仕様書によれば、 

「DVB-H3上での IP データキャストは、コンピューターのリソースとバッテリ

ーが限られたデバイスで、IP ベースの技術を使ったどんなデジタルコンテンツ

およびサービスの配信も最適化する放送システムである。IPDC システムの固有

の部分は、片方向の放送経路をモバイル機器の双方向の経路に結合できるかも

                         
3 DVB-H：（Digital Video Broadcasting - Handheld）DVBの携帯機器向け規格。 



- 4 - 

 

しれない点を包含するところにある。その結果、IPDC は放送・通信融合サービ

スを可能にするのに使用できるプラットフォームなのである」 

と、定義されている。 [DVB Forum, 2006] 

 

（２） 次世代 IP ネットワーク推進フォーラムによる定義 

独立行政法人情報通信研究機構4の次世代 IP ネットワーク推進フォーラム5は、

2004年の「u-Japan 政策」6を受けて、IPベースのネットワークの構築は急務で

あり、これを達成するために産学官の連携を強力に推進するフラグシップが不

可欠であるという認識のもと設立された。 

その中で、2008 年度に利用促進部会が設置され、そのうち、新ビジネス検討

WGにおいて、IPDC が検討されることとなり、慶應義塾大学大学院メディアデザ

イン研究科（以下、KMD）が、事務局を担当することとなった。 

WGにおいては、IPDCは以下のように定義された。 

 

IPデータキャスト（IPDC）という用語は、一般に「IPパケットを放送波にの

せる技術および、それによるサービス」という意味で用いられているが、これ

を広く捉えると 

 

「IPパケットによってデータ(Data)を一斉配信(Cast)するもの」 

 

が IPDCであるという解釈が自然である。したがって、IPマルチキャスト等の

技術を用い通信経由でデータを一斉配信することも IPDCに含まれる。 [新ビジ

ネス検討 WG, 2008] 

 

（３） その他諸外国における定義 

その他、諸外国においては、国家としてマルチメディア放送を定義している

場合がある。これらは、必ずしも IPをベースにすることについて触れられてい

ないものもあるが、参考までに挙げておく。 

フランスでは、「移動中に電波を受信するテレビサービス」をマルチメディ

ア放送である旨の定義をしており、「映像サービス」であることを必須として

                         
4 独立行政法人情報通信研究機構：総務省所管の独立行政法人。情報通信技術の研究開発や、

情報通信分野の事業支援等を総合的に行うことを目的とする。 
5 次世代 IPネットワーク推進フォーラム設立趣意： 

http://ngnforum.nict.go.jp/shui.html 
6 u-Japan政策：「ユビキタスネットワークの実現」「ICT利活用の高度化」「安心・安全な利

用環境の整備」の３つの方向性で検討されるユビキタス社会実現のための政策。 
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いる。 

韓国では「移動中に電波を受信する多チャンネル放送で、テレビ、ラジオ又

はデータを複合的に送信するサービス」をマルチメディア放送である旨の定義

をしており、「映像サービス」「音声サービス」「データサービス」のうち２

以上のサービスが提供される多チャンネル放送であることを必須としている。 

米国及びイギリスでは、専用の周波数・専用の規律を課していないことから、

定義をしていない。 

 

 

 

このようにマルチメディア放送が定義されている諸外国においては、主に

元々、通信機器であるモバイル端末向けの放送として定義が行われていると言

える。 

 

 

第２節 IPDC の位置付け 

 

本節では、第 1 章において、通信放送の領域は、インフラ面、制度面での大

きな変革の只中にあることを述べた。本節では、第１節で挙げた IPDCがインフ

ラ面の ALL IP化の流れ、制度面における通信放送融合の流れにおいてどのよう

図 ２-1 各国のマルチメディア放送の定義 

（出典：総務省「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告書」） 
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に位置づけられるのかを見ていく。 

 

（１） ALL IP 化における IPDC の位置づけ 

第１章では、通信放送領域のインフラが全て IPによる伝送を採用する方向に

向かっていること（以降、本稿においては ALL IP化と呼ぶ）を述べた。 

この日本における ALL IP化がどのような変遷を経てきたかを「専用／公衆用」

「有線／無線」「通信／放送」という３つの軸で見ていきたい。 

 

 

 
図 ２-2 伝送路の ALL IP 化 

 

１）専用線 

日本において、初めて TCP/IPによるインターネット接続が行われたのは、専

用回線を用いた 1988年１月の WIDEプロジェクト7によるものである。[村井純 中

村修 加藤朗 森島晃年 山口英 平原正樹, 1991] 

 

２）一般公衆電話回線 

同年 5月には、NTT が ISDN8回線の商用サービスを開始し、一般電話回線を利

用して、IPを使う環境が整った。 

 

３）携帯電話網 

1993年には、NTT ドコモが PDC 方式の携帯電話サービスを開始した。 

                         
7 慶應義塾大学と東京大学、東京工業大学の 3大学を結ぶデータ網を構築したことがきっか

けで誕生した「WIDE 研究会」を母体としたインターネットに関する研究プロジェクト 
8 旧日本電信電話公社によって 1970年代から独自の研究が行われていたデジタル回線網 
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この通信方式は第 2世代と呼ばれるデジタル通信方式であり、IPの利用を可

能とした。 

 

４）CATV網 

1996年には、武蔵野三鷹ケーブルテレビが CATV網を利用したネットワークで

は初の TCP/IP を利用したインターネット接続サービスの提供を開始している。 

 

５）マルチメディア放送網 

2011年以降、地上アナログテレビ放送の終了に伴い、新たにサービスが開始

される予定のネットワークであり、放送波での IPの利用が可能な方式が提案さ

れている。 

 

このように、IP 伝送路は、専用回線から公衆回線へ広がり、当初は有線通信

のインフラでの利用に限定されていたが、後に無線通信でも採用され、有線放

送でも利用が可能となった。そして、近い将来、無線の放送においても利用が

見込まれる状況であり、これらの伝送路全てで、利用が可能な技術として IPDC

を位置づけることができる。 

 

（２） 法制度整備における IPDC 

従来、法制度上では、通信と放送は明確に分けられていた。 

例えば、法律の位置づけでは、通信は「特定者間の双方向型情報交換」、放送

は「公衆（不特定多数）向けの一方向型情報発信」とされている。また、放送

が許認可事業である点や著作権処理の扱いも異なる。 

その中で、通信放送融合に関する先駆的な議論として、第３章第３節におい

て詳述する通信設備を用いて、放送コンテンツを配信する役務利用放送が、2001

年、電気通信役務利用放送法として成立することになる。 

 

一方で、IPDCは放送設備を用いて、通信コンテンツを配信することが可能と

なる技術であるため、今まで未着手であった放送設備の通信的利用に関する法

制度に初めて目を向ける必要が出てきた。また、（１）でも見た通り、IPDC は

ALL IP を前提としているため、解決すべき制度的課題は通信領域だけでなく、

放送領域の問題も存在する。 
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図 ２-3 法制度上での IPDC の位置付け 

 

つまり、IPDCは、（１）で見た３つの軸で見た場合の、ALLIP化における最終

段階に位置し、（２）においても、通信放送という二分法ではなく、双方にまた

がる法制度が求められている。そのため、IPDC は通信放送融合技術の中核とし

て、今後、特に、積極的に推し進めていく必要があると言える。 
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第３章 通信放送領域の規格策定特性 

 

前章では、通信放送のインフラ、法制度の発展過程及び現状において、IPDC

がどのように位置づけられるのかを見てきた。 

本章では、IPDC の技術、サービス普及に当たっての課題解決に必要な枠組み

を、どのような要素により決定すべきかを、通信、放送の領域において、技術、

サービス普及の初期段階である規格策定の背景、思想より導き出し、モデル化

することを試みる。 

また、通信設備を利用して放送コンテンツを配信する融合領域の事例として、

すでに標準化作業のプロセスに入っているIPTV9についても同様の観点から論考

する。 

 

 

第１節 通信放送融合領域に関する問題意識 

 

第 2節で見た通り、IPDCは、ALL IP化、通信放送融合法制のカギとなる技術

であるが、未整備の放送の通信的利用や既存の通信、融合法制が新技術に未対

応であり、また、民間の放送事業者による業界ルールもこれに対応できていな

いため、新たなサービス・ビジネスの創出を妨げる問題が生じている。 

 

例えば、電気通信役務利用放送10事業者が IPマルチキャスト放送11を行う場合

は、著作権法上、通信と解釈され、一般の放送事業者のような包括著作権12を利

用することはできない。韓国では、2007 年にインターネットマルチメディア法

（IPTV法）が成立し、IPTVにより放送コンテンツの配信が可能となるなど諸外

                         
9 IPTV：IPネットワークを利用してテレビコンテンツを配信するサービスのこと、または

その放送技術の総称である。第４節で詳述。 
10 電気通信役務利用放送：電気通信事業者の提供する伝送路を利用して放送を行うもの。

第４節で詳述。 
11 IPマルチキャスト：IPネットワークにおいて、あらかじめ決められた複数の端末に対し

て、同時にデータを送信する事 
12 包括著作権：放送は著作権法上、公衆送信権に当たり、放送事業者は著作権等管理事業

法に基づく著作権管理団体（JASRAC）などに委託された著作物を個別に許諾を得ずとも

放送使用料を支払う契約を結ぶことで利用できる。 
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国の法整備と比べて後れを取るケースが見られる。 

IPDCにおいても、これを著作権法において放送と解釈するかどうかは定まっ

ておらず、未整備の問題であると言える。 

 

同様に技術規格策定の面においても既存の制度の硬直性が起因となって、イ

ノベーションを阻害しているケースがある。 

現行の放送規格は一旦、方式が確定すると、代替となるものが存在せず長期

間、その規格を使い続けねばならず、最終的に規格を切り替える際は、旧規格

は強制的に終了させる方法を取っている。13 

一方で、通信領域では、バージョンアップという形で、次々と新しい規格が

採用され、サービスプロバイダーや利用者は順次、新しいバージョンを取り入

れ、全体としては、いくつものバージョンが常に併存している状態となってい

る。 

 

 

図 ３-1 通信放送の技術規格切替の差異 

 

 

                         
13 例えば、アナログ地上波放送の NTSC方式は 59 年間使い続けられることになり、2011年

7月 24日に放送波が停止される。過去には BS アナログ放送が 2007 年に終了している。 
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第２節 放送領域の規格策定の特性 

 

まずは、放送領域を見ていく。 

放送は広義には通信の一種であるが、送信者と受信者に１対多の関係が生じ

ること、送信者受信者間に双方向性が存在しないなどの特性から社会的影響が

大きく、通信とは異なり、事業を行うに当たり必ず免許が必要となる、流通す

る情報について著作権の範囲が広い、コンテンツの内容について規制を受ける

場合があるなどの特徴が見られる。 

これらの差異は技術規格策定のプロセスにもおよび、それは、近年の ICT 技

術革新に伴う通信領域の技術策定プロセスの変化により、固定化した放送領域

のプロセスとの大きな違いとなりつつある。 

 

（１） 放送技術規格策定プロセスへの影響要因 

放送技術規格策定の方向性に影響を与える要因は、その特性からいくつか挙

げることができる。 

そのひとつとして、電波の有限性(利用出来る電波の周波数域は限られてい

る)が挙げられる。 

電波はその周波数ごとの特性により、遠くまで送れる、たくさんの情報量を

送れる、障害物を回り込む、雤などの気象条件に左右されにくいなどの特徴を

持ち、それぞれの特徴に適した用途がある。 

当然、ある用途での利用条件がよい周波数には、利用の希望が集中する。 

その一方、電波には、同じ周波数で複数の信号が送られると、混信が発生し、

ノイズと信号が区別できないという現象が発生するので、これを避けるため、

電波の利用については ITU の無線通信規則等により、利用できる周波数の用途

が定められ、その範囲内で国内での分配がされる体系となっている。 

例えば電波法はその第１条で、「電波の公平且つ能率的な利用を確保すること

によつて、公共の福祉を増進すること」としている。 

そういった理由から、放送局を設置するためには、まず、総務省の無線局免

許を得る必要がある（電波法第４条）。 

なお、免許交付の条件としては、電波法第７条で事業の継続性を挙げており、

放送が安定的、継続的に供給されるべきものであることが定義されている。こ

のため、テレビ受信の方式に変更が加わりにくいことが指摘されている。 [山

田健太, 2009] 

また、放送法では、総務大臣が放送普及基本計画を定めることとされている

（第２条の２）。 
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この条文では、放送普及基本計画は、「放送を国民に最大限に普及させるため

の指針」を定めるべきことの一つとしており、この定めに応じて、現行の放送

普及基本計画は、「一定の区域について、該当する放送事業者があまねく同一内

容の放送を受信できるようにする義務がある」としている。 

この一定の地域で同一の送受信環境を用意することについては、もう一つ重

要な要因となり得る点がある。 

それは、放送の技術規格が海外の影響を受けにくく、国内規格として独自に

発展する傾向があるということである。 

その結果、世界各国は、それぞれ異なる事情14により、複数の放送方式を採用

している。 

 
図 ３-2 各国のデジタル放送規格採用状況 

 

上記、３つの「電波の有限性による特徴」「放送普及基本計画による特徴」「海

外の影響を受けにくい特徴」からは以下のことが言える。 

 

・有限資産の分配 ⇒ 免許事業であり、関与する組織は限定される 

・事業継続の要請 ⇒ 規格の固定化 

・あまねくサービスの確保 ⇒ 同一の送受信環境を用意 

・海外との連動性の尐なさ ⇒ 国内のみでのコンセンサス形成 

 

このことから、規格策定に関与する組織は尐なく、規格の多様性も尐なく、

また、行政の関与の度合いが強いことが特徴と言える。 

                         
14 規格開発国との関係や国内産業保護、体制の異なる近隣諸国の情報遮断など。 
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（２） 放送領域の規格策定事例 

（１）で放送の特性から規格策定の特徴を導き出したが、次に実際の規格策

定プロセスが、この特徴に準じて行われているのかを事例を挙げて検証する。

ここでは、直近の規格策定事例として、デジタル放送規格の標準化を見ていく。 

 

日本におけるデジタル放送規格は、現在、ARIB15によって規定され、送受信機

器のインフラレイヤーに属するものからデータ符号化やデータを表示するため

の記述言語のような上位レイヤーまで全てが、勧告の対象となり、実際に図２

－３のように規定されている。 

 

 

総務省情報流通行政局放送技術課羽多野開発係長によれば、これらの原案と

なる提案は、NHK放送技術研究所（以下 NHK 技研）あるいは NHK技研を含む数社

の共同提案で ARIB に提案されてきた。 

つまり、ARIB の放送技術標準は、NHK 技研において開発、実験などが行われ

                         
15 ARIB：Association of Radio Industries and Broadcast。総務省管轄の社団法人「電波

産業会」。通信放送分野における電波利用システムの実用化および普及を推進し、電波産

業の健全な進歩、発展を図る観点から活動する。 

図 ３-3 デジタル放送システムの ARIB 標準規格体系 （出典：電波産業会ホームページ） 
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た技術を審議し、国内規格として認可するステップを踏んでいることになる。 

上記、羽多野係長によれば、NHK 技研以外の提案を拒むというような事例はな

いが、実際には、日本において、放送技術の基礎研究を行う企業・団体は NHK

技研以外には存在せず、他の企業・団体からの提案が上がった事例がないこと

を指摘している。 

この背景としては、（１）で見たとおり、周波数を有限資産と捉え、政府の管

理のもと利用の許諾を行う、あるいは、放送事業があまねく同一水準のサービ

スを提供するためのユニバーサルサービスの思想であるために単一の規格がた

たき台となりやすいことが挙げられる。 

そのため、必然的に下位のインフラレイヤーから、最上位のコンテンツレイ

ヤーに至るまで、統一した方式が採用されることとなり、伝送方式についても

今まで、複数の方式が同時に採用された事例はないのである。 

 

 

（３） 現行放送規格運用への反論 

但し近年では、（１）のような傾向や（２）のような具体的な事例に対して、

放送技術や受・送信機技術の向上などにより、「電波の有限性」が規制根拠たり

うるのかを疑問視する声がある。 

例えば Gilder は、アナログでは、同じ周波数で複数の信号が送られると、混

信が発生し、ノイズと信号が区別できないが、デジタルでは、信号がパケット

単位で判別できるため、同一周波数で複数の情報を送ることができることを指

摘している。 [Gilder, 1994] 

池田信夫は、周波数は土地のように分配、所有されるものではなく、道路交

通のように事故を起こさないために、1つの車線を 1台の車にしか使えないよう

にするのではなく、みんなで共有する代わりに、ぶつからないようにするため

のルールを決めて、それが守られているかを監視する仕組みを作ることを提唱

している。 [池田信夫, 2002] 

また、法学の観点からも阪本昌成、松井茂記、浦部法穂、渋谷秀樹、西澤雅

道、井上禎男らが多チャンネル化により周波数の希尐性が解消されつつあると

の見解を示し、法規制の根拠に疑問を呈している。 

（ [阪本昌成, 1995], [松井茂記, 1997], [浦部法穂, 1998], [渋谷秀樹, 

2007], [西澤雅通 井上禎男, 2007]） 
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第３節 通信領域の規格策定の特性 

 

続いて通信領域を見ていく。 

通信領域ももともとは、政府が広い範囲での許認可制を敷いており、規格策

定についても古くは政府（電気通信省）による決定、1952 年の電電公社設立後

は電気通信研究所の提案を郵政省が認可することによって定められていた。 

この法令によって設置された機関の研究組織が提案した規格を認可するプロ

セスは、現行の放送領域の規格策定過程と近似している。 

しかし、本領域では、国際的な競争環境および規格策定プロセス思想の変化

が生じ、政府は 1990 年代半ばに、レジームシフト（体制の変更）によってこれ

を乗り越えようとしてきた。 [Kushida, 2006] 

また、産業界の構造もこれらの影響から大きく変わり、協力して規格の標準

化を目指すアライアンスが増加している。 

 

（１） 国際的経緯 

通信領域の規格の特徴の一つとして、放送領域とは逆に、国際的に共通の通

信規格を採用する方向へベクトルが向かうことが挙げられる。 

これは、放送領域では、放送事業者は放送コンテンツの受信について、ある

一定の地域内での品質に責任を持つが、通信領域では、距離に関係なく発信者

側が指定した相手に対し、正確に接続し情報が伝わることが要求される点が、

思想的に大きく異なるためである。 

そのため、通信領域では、規格策定についても国際的な動向が非常に重要に

なってくる。通信のうち、コンピューターネットワークの分野では、20 世紀後

半、いくつかのニーズから、複数の国際標準化の動きが展開していた。 

 

一つは、企業間の競争によるデファクト標準化16である。 

この標準化は、例えば、IBMなどが、銀行の勘定系オンライン化など、ビジネ

ス業務の要請に応じて、端末、ネットワークからアプリケーションまでを一括

して受注し、各企業向けニーズに応じて、品質、信頼性を保証し、カスタマイ

ズして各企業に展開するもので、１９７０年代には同社の開発した SNA（System 

Network Architecture）が世界市場を独占する勢いであった。 

 

二つ目は、デジュリ国際標準化17である。 

                         
16 デファクト標準：市場での競争により、事実上の標準となること。 
17 デジュリ標準：標準化機関により定められた標準規格。 
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これは、IBMの市場シェアの増大に、日欧のコンピューターメーカーが危機感

を感じ 、 ISO 18 の場 で、 SNA に対 抗す る規格 OSI （ Operation System 

Interconnection）の国際標準化を進めようとしたものである。 

 

三つ目は、インターネットの広がりによるデファクト標準化である。 

インターネットは、元々、米国のコンピューター研究者たちが、国防省の補

助により UNIX機を相互接続するために開発を始めたもので、原始的なパケット

交換方式をベースとして、品質、信頼性より、研究での利用しやすさを優先し、

自作開発が簡単で、多くの有志が参加して、開発していけるものであることが

重要であった。 

 

安価な UNIX機を簡単につないで通信できることから、この方式はやがて世界

中の大学、研究機関で採用されるようになり、また、企業でもインターネット

を採用したいというところが現れ始めた。 

1980年代半、米国科学財団（NSF）のスーパーコンピューターを研究者が自由

にアクセスできる NSF ネットがインターネットの中心であった頃は、営利目的

での利用を禁止するポリシーがあったが、民間開放要求が強く、1990 年に、民

間プロバイダーが登場すると、翌年、NSFは商業利用部位を切り離して、民間ネ

ットワークが互いに接続するようになり、インターネットはビジネスにも利用

できるネットワークとして発展する。 

この結果、IBMの SNA による独占でも、国際標準化による OSIでもなく、イン

ターネットが世界のスタンダードとなることになる。 

この流れの中で、日本は、OSIという国際標準化を推進したが、結局、無数の

研究者などの個人が、作り上げたインターネットが世界の標準となることとな

った。 

 

（２） インターネットの規格標準化プロセス 

インターネットの標準を開発、推進するための組織として、1986 年 IETFが、

アメリカ政府により組織された。当初は政府により集められた研究者により運

営されていたが、1 年足らずで、所属に関係なく、メールベースで誰でも議論に

参加が可能となった。 

IETFでの標準化プロセス最初の段階は、各個人が誰でも投稿することのでき

る Internet-Draft である。Internet-Draft は 6ヶ月間サーバーに保管され、参

照される。その間に各個人及び Internet-Draft に関連のある WG が、その

                         
18 ISO：国際標準化機構（International Organization for Standardization）電気分野を

除く工業分野の国際規格を策定するための非営利法人。 
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Internet-Draftを有用な情報であると判断すると RFC19として申請される。 

 

RFCは情報の性質により、４種類に分けられる。 

 

１）Informational RFC 

標準化のプロセスには入らないが、参照すべき有用な情報と判断されたもの。

デファクト標準を狙う企業などが、標準化を待たず商品化するために、敢え

て Informational RFC として、広く規格を公開することもある。 

 

２）Standard RFC 

国際標準とすべき規格をまとめたもの。複数の組織での相互接続性のテスト

段階や実質的で広範囲の運用テストの段階を経る。Standard RFC は実質、

国際標準とみなされる。 

 

３）Experimental RFC 

標準化が目的ではなく、研究のためなどの仕様。１）と同様に企業が広く公

開して、デファクト標準を狙う場合に用いられることもある。 

 

４）Historical RFC 

過去の記録として残すべきドキュメント。 

                         
19 RFC：Request for comments。IETFによる技術情報の公開ドキュメント 
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図 ３-4 IETFにおける標準化過程 

 

２）による標準化を目指すのが、正しいプロセスであるものの、Standard RFC

となるまでには一般的に 1年以上かかるため、実際には、各組織が IETFでの発

言力やビジネス戦略に基づき、１）や３）などを用いてデファクト標準を狙う

ケースもある。 

ITU20や ISOのような、従来の国際標準化機関と比べると、IETF では、非常に

ラフな状態で規格が提案され、実験を繰り返すことにより、細部の仕様を詰め

ていく作業が行われることが特徴である。 

そのため、同じ目的の別の規格が同時に標準化プロセスに入るなど、複数方

式が併存することもまれではない。 

 

 

 

 

 

 

 

                         
20 ITU：国際電気通信連合（International Telecommunication Union）国際連合内の組織

で無線通信、電気通信関連の標準化を行う。 

（出典：JPNICホームページ） 
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（３） 日本におけるレジームシフト 

日本では 1984年に電気通信事業法が制定され通信自由化が始まり、参入を希

望する企業は郵政省の認可により、電気通信事業に参入することが可能となっ

た。 

しかし、依然 R&D の能力は NTTが他社を圧倒しており、富士通、NEC、沖電気、

日立などのファミリー企業との研究協力により、規格を定め、新規参入した新

電電21も同規格の製品を調達せざるを得ない状況であった。 

また、この時代の通信市場は、郵政省がキャリア間のコーディネーションや

紛争の調停を行うなど「操作された競合」（Controlled Competition）であった。 

[Vogel, 2006] 

ところが、1997～8年にかけて、電気通信事業法は大幅に改正される。 

その内容は、新規参入やサービス料金が認可制から届け出制になり、外資系

企業の参入も認められることとなった。一方、NTTに対しては回線の低価格での

貸出しや競合他社への設備貸出しなどが義務付けられるというものである。 

 

この要因としては、 

 

・金融分野などでの事前規制から事後規制への移行（金融ビッグバン）の影響 

[Vogel, 2006] [Schaede, 2008] 

・日本の情報通信分野での国際的プレゼンス低下は NTT の技術開発への依存と

                         
21 新電電：通信自由化を受けて新規参入した旧第一種通信事業者（伝送路設備を保有する

事業者）。 

図 ３-5 ITU/ISO と IETFの思想の違い （出典：JPNICホームページ） 



- 20 - 

 

郵政省の事前規制に責任があるという認識 [Kushida, 2006] 

・インターネット普及で、通貨危機に陥った韓国に後れをとったこと [Kushida, 

2006] 

 

などが挙げられ、その特徴は、いずれも国際的な課題が背景にあることにあ

る。 

この結果、通信市場は、ソフトバンクの野心的な販売戦略22などもあって、安

価にブロードバンドを提供できるようになり、2003 年には世界で最も安価にブ

ロードバンドインターネットサービスが受けられる環境となったのである。 

[International Telecommunications Union, 2003] 

この「事前規制から事後対応へ」の思想の変化は、電気通信分野の標準化に

おける「ITU/ISO」型の標準化プロセスから「IETF」型の標準化プロセスへの変

化に通底するものがあり、また、国際動向への対応を強く意識した変化である

ことからも日本政府の政策がインターネットの世界観に強く引き付けられるこ

とによって起きたレジームシフトであると言える。 

 

（４） 産業構造の変化 

（１）でも紹介したように、通信の世界では、IBMのような端末、ネットワー

クからアプリケーションまでを一括受注して、独自規格でユーザーに提供し、

その後のメンテナンスも一手に引き受けるような企業の規格が、無数の個人が

提案した規格によって構築されるインターネットの規格にデファクト競争で敗

れる事態が起きた。 

これに対して、情報通信産業はその構造を変化させ、また、規格標準化につ

いてもお互いにアライアンスを組むことで、リスクを減尐させようと試みるよ

うになった。 

まず、1980 年代以降の産業構造の変化については、Microsoft 社のビル・ゲ

イツの指摘「垂直統合されたベンダーから顧客本位の水平統合に再編された」

がある。 [Gates, 1999] 

これは、規格策定のプロセスの観点で言うと、製品規格がハード、ソフトか

ら周辺機器に至るまで、各社により異なっており、垂直的なソリューションが

構成されていた産業構造からレイヤーごとに異なる技術を標準化により互換性

を確保することで、垂直的なソリューションに対応できるようにし、各レイヤ

ー単位で異なるプレーヤーによる競争が行われる産業構造への変化を意味する。 

 

                         
22 ソフトバンクは 2001 年、駅改札口などで、市場価格１万円ほどのルーターを無料配布す

るという戦略を取った。 
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図 ３-6 産業構造の水平化 

 

 

また、競争戦略について国領二郎は、従来ベンダーが独自標準に基づくカス

タマイズされた製品によって消費者を囲い込み、互換性やメンテナンス確保の

ために単一の企業しか選ばせない戦略から、各レイヤー内に多数の企業が参加

し、競争するオープンプラットフォーム23型の戦略に企業の競争戦略が移行した

ことを指摘している。 [國領二郎, 2000] 

同主旨の報告として、高松朊史 [高松朊史, 2000]、武田博直 [武田博直, 

2001]などがある。 

このような産業構造、競争戦略の変化から、通信領域ではデファクト標準、

また、近年ではステークホルダーが集まって標準化を進めるアライアンス（フ

ォーラム、コンソーシアムなどを含む）による標準化が増えてきている。 

デファクトではなく、アライアンス型の標準化が増えてきている傾向につい

ては、山田英夫が次のような指摘をしている。 

                         
23 オープンプラットフォーム：他社製品とデータの相互利用、通信を行うことを前提とし

たシステム環境 

（出典：総務省「ネットワークの中立性に関する懇談会」報告書） 
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a.企業全体の財務状況の悪化 

b.ガリバー企業が不在であり、１社では標準が決められない 

c.自社の推す標準が統一標準にならなかった場合のリスクを回避する 

[山田英夫, 1997] 

 

aについては、既存企業の成長鈍化の側面もあるが、先に紹介した競争戦略の

変化により、元々、比較的財務基盤の小さな企業が容易となっている点も見逃

せない。 

bについては、まさに産業構造の垂直統合モデルの崩壊の影響と言える。 

cについては、OS、ブラウザーなどの市場における数度のデファクト競争を経

たうえで、たどり着いた結論と言える。 

 

（５） 通信領域の規格策定の特徴 

 

これまで、見てきた各項から、通信領域における規格策定の特徴にあたる部

分を挙げていくと、 

 

（１）国際的な標準化競争の中で複数の規格が提案される 

（２）インターネットの規格策定には誰でも参加できる 

（３）日本では事後規制政策への転換が行われ、NTTへの技術依存体質を否定 

（４）オープンプラットフォームが主流となり、企業はアライアンスを組ん

でリスクヘッジ 

 

といった特徴が挙げられる。 

ここで、これらを第２節（１）で挙げた放送領域の特徴である「規格策定に

関与する組織の限定」「規格化が検討される規格案の多様性」「行政の関与の度

合」と対比させると、全く逆の特徴が見られることが分かる。 

 

 

第４節 電気通信役務利用放送の特性 

 

続いて、通信放送の融合領域にあたる電気通信役務利用放送の中で、新たに

登場し、通信放送融合領域の中で先駆的な検討が進められている IPTVでの課題

解決の取組みについての検証を行う。 
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（１） 電子通信役務利用放送法制定の背景 

電気通信役務利用放送は、電気通信事業者の提供する伝送路を利用して放送

を行うものであり、2001 年 6 月に制定された電気通信役務利用放送法により定

義されている。 

電気通信役務利用放送法制定の目的は、技術的に通信設備に放送コンテンツ

を流すことができるようになったにも関わらず、法制度には通信と放送に二分

され、双方の法律から二重の許認可を得なければならなかったり、あるいは、

双方において矛盾する条項の取り扱いが解決できないなどの問題があった点を

解消しようとすることにあった。 

同法においては、電気通信役務利用放送事業者として、放送コンテンツのプ

ロバイダーとなる障壁が大幅に緩和され、限定的されたメンバーシップを前提

とした放送の世界観とは異なる課題解決へのプロセスが見られることとなる。 

 

（２） IPTV での規格策定プロセス 

電気通信役務利用放送法においては、衛星通信や有線テレビジョン方式の

RF方式も規定されているが、ここでは、IPと番組の映像信号を混在させてデー

タを送信する IP方式にあたる IPTVの規格化プロセスを事例として取り上げる。 

 

2005年 7月に出された「地上デジタル放送推進に関する検討委員会」の第二

次答申では、｢アナログ停波の円滑な実現には地上波中継に並行あるいは代替し

得る伝送手段についてあらゆる選択肢を検討し、可能なものは直ちに実行する

ことが不可欠｣として、ケーブルテレビや地方自治体の保有する光ファイバー網

に加えて衛星及び IP 伝送を新たに検討の遡上に上げ、結論としてこれらの利用

を積極的に進める方針を打ち出した。 

この背景は、本来、ケーブルテレビ等が、通常の地上波放送の免許により確

定した一定の地域にあまねく放送を送り届ける補完の役割を以て登場したこと

を地上デジタル放送の円滑な普及においても踏襲しようとしたものだと言える。 

2006年 8月の第三次答申では、より具体的に、IP再送信等の補完措置の活用

に係る透明性確保の在り方について提言が行われ、 

 

「補完的伝送手段に係る条件やその適用等については、その決定プロセスに関

し、可能な限り透明化を図っていることが必要である。例えば、放送事業者が

定めた補完措置に係る条件の内容や、条件の適用手続きについて、それらの検

討プロセスを含めて可能な限り公開していくとともに、これらの内容・手続き

について、放送事業者と電気通信役務利用放送事業者の間で理解に齟齬が生じ
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た場合、解決プロセスを明確化しておくことが重要である。」 

 

とされた。 

 

これを受ける形で、2006 年 10 月に「IPTV フォーラム」が設立されることと

なる。 

IPTVフォーラムは、構成メンバーとして、慶應義塾大学の村井純教授をはじ

め、放送事業者としてNHK及び民放キー局5社、通信事業者としてNTT及びKDDI、

メーカーとしてシャープ、ソニー、東芝、日立、松下電器の家電 5 社が名を連

ねていた。 

標準化団体としては、これに先行する形で、シャープ、ソニー、東芝、日立、

松下電器のメーカー5 社が「DTV ポータル検討ワーキンググループ」を設立し、

それまで個別に自社テレビで視聴可能なポータルサイトを運営していたが、こ

れを統一しようという試みと NTT、KDDI の通信事業者とソニー、松下電器、日

立などの家電メーカーが地上波再送信、ブロードバンド放送、VOD を受信可能な

テレビ受像機の共通規格策定を目指す団体｢IP サービスプロジェクト｣において

作業していた。 

IPTVフォーラムは、これらの団体の構成メンバーとほぼ重複していたことも

あり、その標準化活動を統合していると言える。つまり、IPTV の領域では、こ

の段階で、異なる技術規格を放送事業者、通信事業者、メーカーがお互いにぶ

つけあっているという状況が見られるのである。 

IPTVフォーラムは、当初「IPマルチキャスト」「オンデマンド」「PC配信」を

ターゲットとした WG を立ち上げ、それぞれの活動から、2008 年 9 月「IPTV 規

定」（IPTVFJ STD-0001 1.0 版）を公開した。規定は全７本の仕様書で構成さ

れている。 

まず、配信インフラとして、「インターネットスコープ」「CDN24スコープ」を分

け、それによる配信サービスの形態として、「VOD25」「ダウンロード」「IP 放送」

「IP 再送信」に分けている。さらに、放送から配信サービスに入るための連携

仕様が放送連携仕様として規定されている。 

 

 

 

                         
24 CDN：Contents Delivery Network。Webコンテンツをインターネットで配信することに最

適化されたネットワーク。 
25 VOD：Video On Demand。サーバーに蓄積された映像コンテンツをユーザーのリクエスト

に応じて配信するサービス。 
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運用の対象となる伝送路については、「特定インフラに依存してはならない」

との前提があるが、実際にはインターネットスコープと CDN スコープで、異な

るサービスアプローチ仕様が用意され、オープンインターネットにおいては、

放送の同時再送信などの共通仕様が盛り込まれる予定はないことになっている。 

この背景には、当初の目的である地上デジタル放送の難視聴対策を大規模で

信頼性が高く、事業継続についての不安がない NTT が提供するネットワークで

ある NGN を採用することで、いち早く地デジのカバー率を上げようという意図

が挙げられる。 

 

今までの課題解決プロセスから、第１節、２節と同様に、「規格策定に関与す

る組織の限定」「規格化が検討される規格案の多様性」で対比させると以下のよ

うになる。 

 

・技術規格策定に関わる組織 

⇒ 複数の放送、通信事業者及び家電メーカー 

 

・規格化が検討される規格案の多様性 

⇒ レイヤーごとに３程度 

 

図 ３-7 IPTV規定の構成 （出典：「新ビジネス検討 WG」最終報告書） 
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・行政の関与の度合 

⇒民間企業による検討が為されているが、きっかけは、行政の要請に基づく。 

 

この状況は、放送のように規格策定関連組織や規格の素案がほぼ単一である

わけではなく、通信のようにそれらが、無数にあるというわけでもない、ある

一定の範囲内で複数の組織や規格案が存在している状態であることが示してい

る。 

 

 

第５節 第３章まとめ（通信放送課題解決枠組みモデル） 

本章では、通信と放送の規格策定の背景、思想、実際の規格策定プロセスか

ら、対比すべき、特徴的な要素を切りだすことを試みた。 

その結果、大きな隔たりがある要素として、「規格策定に関与する組織の限定」

「規格化が検討される規格案の多様性」の観点が挙げられ、通信放送の融合領

域に位置する役務利用放送（IPTV）ではその両極の範囲内において、規格策定

が行われていることが分かった。 

放送、通信、（IPTV）では、それぞれ、規格案策定組織の多様性、検討される

規格数、行政の関与の度合はそれぞれ以下のとおりとなる。 

 

＜放送＞ 

・策定に関わる組織：NHK技術研究所 

・検討される規格数：上下レイヤーと対応する１方式 

・行政の関与の度合：許認可権を通じて強い 

 

＜通信＞ 

・策定に関わる組織：誰でも参加可能 

・検討される規格数：各レイヤーに現在有効な RFCが併存 

・行政の関与の度合：事後規制政策に移行 

 

＜IPTV＞ 

・策定に関わる組織：放送、通信事業者及び家電メーカー 

・検討される規格数：レイヤーごとに３程度 

・行政の関与の度合：検討のきっかけは行政の要請に基づく 

 

これらを踏まえ、規格策定組織の多様性、検討される規格数をそれぞれ軸と
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する座標にプロットすると図２－８のようになる。 

 

 

 

 

 

このモデルは、３つの要素の積み重ねにより、通信的枠組みと放送的枠組み

とは異なる特徴を持ち、対極に位置していることを意味している。通信放送融

合領域に該当するサービス、技術は、この３つの要素により多重的に重みづけ

が行われることとなり、単一の要素により比較されるようなモデルに対して、

妥当性が高いものとなっていると言える。 

例えば、通信放送融合領域に位置する IPTV は、その課題解決を推進する組織

の成り立ちが、地上デジタル放送難視聴地域の補完といった行政の要請による

ところから出発しており、組織の多様性や検討規格数は限定的であり、やや放

送よりにプロットされる。 

 

次章以降は、このモデルを用いて、これから検討が進められる通信放送融合

領域の新技術である IPDCを対象に、どのような枠組みにより検討が進められる

べきかを検証していく。

図 ３-8 通信放送課題解決枠組みモデル（１） 
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第４章 通信放送融合新技術へのモデルの適用 

 

本章では、第３章において提案された通信放送の規格策定の枠組みにおいて

決定的に異なる要素を軸としたモデルを用いて、これから検討が進められる融

合領域の新技術である IPDCについて、あるべき規格策定枠組みを現在の課題の

解決に通信的な枠組みが有効か放送的な枠組みが有効かを比較検討することに

より暫定的にプロットすることを試みる。その前提として第 1 節から第 3 節ま

でで、前提として、IPDC の各国における企規格化の状況や日本におけるマルチ

メディア放送の技術方式設定の際の IPDC の位置づけを見ていくことにより、

IPDC が既存の通信、放送に対してどのような特徴を持つかを見出していくこと

とする。 

 

 

第１節 世界におけるマルチメディア放送の規格化状況 

 

世界各国では、すでに、IPDC を含むマルチメディア放送規格が国単位、ある

いは地域単位で制定、推奨されている。 

フランス及びドイツは DVB-H方式を、韓国は T-DMB26方式を強制規格と位置づ

けている。 

米国及びイギリスは、マルチメディア放送について、強制規格はない。 

欧州委員会において、DVB-H 方式の取扱い等について議論している。（2008

年３月、欧州委員会はモバイル TVの推奨標準リストとして DVB-H を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
26 T-DMB：移動体向けデジタル放送規格の一つで、韓国においてサービスが開始されている。 



- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 日本におけるマルチメディア放送に関する技術検討 

 

日本では、2011年 7月に地上アナログ放送が終了することに伴い、それまで、

地上アナログ放送用に供されてきた VHF 帯の有効利用についての議論が情報通

信審議会において行われてきた。 

情報通信審議会の提言により設置された「携帯端末向けマルチメディア放送

サービス等の在り方に関する懇談会」は 2008 年 7月に報告書を発表し、現状の

VHF帯域の低帯域 18MHzと高帯域 14.5MHzの２帯域を携帯端末向けマルチメディ

ア放送用の帯域とするよう答申した。 

図 ４-1 各国のマルチメディア放送技術方式採用状況 
（出典：総務省「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告書」） 
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また、これを受けて 2008 年 10 月に行われた、携帯端末向けマルチメディア

放送方式として計画又は想定されている具体的システム等の提案募集の結果で

は、提案した５つの提案者全てが、IPへの対応を提言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-2 アナログ停波以降の VHF 帯域割当て案 
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図 ４-3 携帯端末向けマルチメディア放送方式として計画又は想定されている具体的システム等の提案 

 

 

 

（出典：総務省「携帯端末向けマルチメディア放送方式として計画又は想定されている具体的システム等の提案募集」） 
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それらの意見を付託された情報通信審議会の放送システム委員会では、携帯

端末向けマルチメディア放送方式に関する技術的条件を検討し、2009 年 10月に

ISDB-Tsb、ISDB-Tmm27、MediaFLO28の３方式を併記し、かつ IP多重化を技術的条

件に含めた報告を取りまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 次世代 IPネットワーク推進フォーラム利活用促進部会

新ビジネス検討 WG 

 

第２章第１節（２）でも触れたとおり、2008年度、独立行政法人情報通信研

究機構の次世代 IPネットワーク推進フォーラム利活用促進部会新ビジネス検討

                         
27 ISDB-Tsb 、ISDB-Tmm：NHKが中心となって開発したデジタル放送規格。ISDB-Tsbは地上

デジタル音声放送で使用される。ISDB-Tmmは、モバイルマルチメディア放送用の規格と

して開発されている。 
28 MediaFLO：米 Qualcom社が開発したモバイルマルチメディア放送規格。 

（出典：総務省「放送システムに関する技術条件」のうち「携帯端末向けマルチメディア放送方式の技術的条件」） 

図 ４-4 携帯端末向けマルチメディア放送方式の概要 
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WG（以後、新ビジネス検討 WG）においては、IPDC が検討されることとなった。 

期間中計８回の公式会合が実施され、中間報告と最終報告によって、成果報

告が為された。 

 

（１） 公式会合 

トータル 8 回の公式会合の場において、慶應義塾大学をはじめ、総務省、放

送事業者、通信事業者、ソフトウェアメーカー、プラットフォーム事業者、コ

ンテンツ事業者などが議題を提供し、意見を交換した。 

主に前半の第４回までの議論は、放送事業者や通信事業者が中心となって、

海外で議論されているような既存の放送の延長としての IPDCの利用を日本のケ

ースに当てはめて考えるような議題が多かった。 

一方、後半の第５回以降は、通信網における IPDCやプラットフォーム、端末、

著作権保護など伝送路の上位レイヤーについて議論され、また、議題の提供者

もプラットフォーム事業者、コンテンツ事業者などが中心となって、ステーク

ホルダーの広がりを見せるものとなった。 
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表 1 新ビジネス WG会合上半期 

 

 

 

 

 

 

回数・日時 主な議題 

第１回 

５月２０日（水） 

 

 

 

・ＩＰデータキャスト（ＩＰＤＣ）の検討範囲と検討のロ

ードマップについて 

・プレゼン①（エフエム東京『福岡ユビキタス特区と放送

波によるＩＰＤＣ実験』について） 

・プレゼン➁（デジタルサイネージコンソーシアム『ＩＰ

ネットワークの観点から見たデジタルサイネージ概論』） 

第２回 

６月２０日（金） 

 

 

 

 

 

 

・プレゼン③（総務省『携帯端末向けマルチメディア放送

サービス等の在り方に関する懇談会』報告に関して） 

・プレゼン④ (ＮＨＫ技術研究所『ＢＳダウンロードサー

ビスのご紹介と放送へのＩＰ導入にあたっての検討』に関

して） 

・プレゼン⑤ （ＫＤＤＩ研究所『次世代 IP ネットワーク

における放送・通信の連携について』） 

・ディスカッション 

第３回 

７月１１日（金） 

 

 

 

 

・プレゼン⑥（モバイルメディア企画『モバイルＴＶにお

けるＩＰＤＣソリューションの活用について』) 

・プレゼン⑦（フジテレビジョン『マルチメディア放送の

可能性』） 

・プレゼン⑧（クアルコムジャパン『ＩＰマルチキャスト

ネットワークとしてのＭｅｄｉａＦＬＯ』） 

・ディスカッション 

・中間報告の作成方針について（事務局） 

第４回 

９月 1日（月） 

 

 

 

・中間報告（案）について 

・プレゼン⑨（慶應義塾大学、アドビシステムズのプレゼ

ンテーション） 

・今後の進め方（案）について 

・その他 
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表 2 新ビジネス WG会合下半期 

回数 主な議題 

第５回 

１０月３０日（金） 

・今後の進め方について（事務局） 

・プレゼン①『ＩＰＤＣ標準化動向』（慶應義塾大学） 

 

第６回 

１２月１６日（火） 

 

・プレゼン②『WILLCOM CORE の御説明』（株式会社ウィル

コム） 

・プレゼン③『WiMAX における IPマルチキャスト』 

（UQコミュニケーションズ株式会社） 

・プレゼン④『IPTV と IPDC の融合の可能性』（利活用 WG

から） 

・その他 

第７回 

２月２日（月） 

 

・プレゼン⑤『電子ペーパー端末とコンテンツ配信の展望』

（株式会社イースト） 

・プレゼン⑥『マルチメディア放送に向けて福岡特区で実

験してみたいこと』 

（株式会社 CSK－IS） 

      『ISAOプラットフォームのご紹介とゲーム業

界のマルチメディア放送に対する現状認識』（株式会社

ISAO） 

・プレゼン⑦『放送＋通信＋携帯＝Touch！ビジョン』 

（ストリートメディア株式会社） 

・最終報告骨子案について（事務局） 

・その他 

第８回 

３月３日（火） 

 

・プレゼン⑧『電子新聞・電子書籍ビジネスと標準 DRMの

必要性』（毎日新聞社） 

・最終報告について（事務局） 

・ディスカッション 

 

 

 

（２） 最終報告書の提言 

 

WGの最終報告書では、マルチメディア放送の放送方式として提案された３方

式について、いずれも IPDCの提案が含められたという点では大きく一歩前進で

はあるものの、具体的なサービス像がまだ必ずしも明確になっておらず、また
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このままでは IPDC の具体的な運用ルールへの落としこみも進まないため、受信

機の開発にも遅れをもたらし、結果的には当該サービスの早期立ち上がりには、

支障をきたす可能性があることも否定できないことが懸念として挙げられた。 

ついては、IPDCサービス像の早期明確化、さらには IPDCの普及拡大を目指し

て、以下のような取り組みが早期のうちに不可欠であると提言された。 

 

＜制度分野＞ 

①放送の仕組みをコンテンツデリバリーの一方式として利用（放送の通信的な

利用）するための制度枠の創設 

②放送の通信的な利用時に於ける放送規律との整合性の整理や、同じく著作権

問題等 

 

＜サービス・ビジネス分野＞ 

③放送の通信的な利用により可能となる新しいサービスやビジネスの積極的な

創出 

④そのための実証実験などの機会の積極的な後押し（特区制度のより積極的な

活用等） 

 

＜技術分野＞ 

⑤マルチメディア放送の相互接続性の向上を目的としたテスト環境の提供など 

⑥IPDC部分の上に乗るベアラ29非依存のサービス提供レイヤーなどの仕様策定 

⑦上位層部分や、固定・移動問わずに利用可能な技術仕様の策定活動そのもの

の在り方 

 

＜その他＞ 

⑧スケーラブルなコンテンツデリバリーネットワークの在り方の検討、それに

伴うコンテンツ流通の在り方の検討 

⑨それに伴う IPDC 自体の概念拡張（通信・放送、モバイル・固定を問わない配

信路の使い分け等） 

 

これを受けて、新ビジネス検討 WGは各課題ごとに、主なステークホルダーと

の議論、実験推進の場を用意し、強力に課題解決を推進するための民間任意団

体として、IPDCフォーラムを設立すべきとの結論に至り、事務局が新たな IPDC

フォーラム設立準備事務局として、以後、設立に向けての作業を行うこととな

                         
29 ベアラ：伝送する信号の性質。（音声、データなど） 
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った。 

 

 

第４節 通信放送融合領域課題解決枠組みモデルへの IPDC の

適用 

 

ここまでのIPDC検討の取組みを第３章において提示した通信放送の規格策定

枠組みにおける比較要素から見ると、 

 

１．プレーヤーの特徴 

第３節における議題の広がりに伴い、IPDC 関連のテーマに言及するステーク

ホルダーの業態が、今までの放送事業者、設備メーカー、ソフトウェアなどを

中心とした限られた業界から、大きく拡大し、通信事業者、インターネット向

けのコンテンツホルダーや印刷メディアなど、多くの業種が関与することが可

能となってきている。 

 

２．放送方式数の特徴 

今までの日本においては、第２章第１節に見た通り、昭和 20年代の最初のテ

レビ放送方式策定において例外があった30他は、NHK の基礎研究をたたき台に、

各レイヤーに垂直的なアクセシビリティを持つ規格が採用される経過をたどっ

たが、第３節で見たとおり、マルチメディア放送について、ISDB-Tsb、ISDB-Tmm、

MediaFLO の３方式が提案されている状況であり、世界では、第２節で見たとお

り、DVB-Hや T-DMB などの規格も併存している状態である。 

 

という特徴を見出すことができる。この特徴を同じく前章で提示したモデル

に IPDCに援用することで、IPDC を検討する枠組みの在るべき位置づけを見出し

たい。 

手法としては、IPDC に通信的な要素、放送的な要素が、どの程度必要で、モ

デルにおいてどのようにプロットするかは、新ビジネス検討 WG最終報告書にお

いて提示された今後の課題を、組織、規格の多様性についての方向性で重みづ

                         
30早期の商用テレビ放送開始を目指す、読売新聞社の正力松太郎が、米国で採用実績のある

NTSC方式を日本でも採用することを主張し、独自の放送方式を開発していた NHKと政界、

産業界、メディアを巻き込んで論争を行った結果、最終的には NTSC方式が採用されるこ

ととなった。 



- 38 - 

 

けをつけることで行う。 

 

表 3 IPDCの課題と性格 

必要な取組み 課題の性格 

①放送の仕組みをコンテンツ

デリバリーの一方式として

利用（放送の通信的な利用）

するための制度枠の創設 

【通信的】 

放送設備を利用して IPコンテンツを配信するための制度策定は、放送を

より通信に近づけるための試みと言える。 

②放送の通信的な利用時に於

ける放送規律との整合性の

整理や、同じく著作権問題等  

【放送的】 

IPコンテンツに放送同様の規律や著作権処理の問題を当てはめる作業は

IPコンテンツを放送に近づける動きと言える。 

③放送の通信的な利用により

可能となる新しいサービス

やビジネスの積極的な創出 

【通信的】 

放送設備を利用して IPコンテンツを配信する新サービス、ビジネスは、

放送をより通信に近づけるための試みと言える。 

④そのための実証実験などの

機会の積極的な後押し（特区

制度のより積極的な活用等） 

【通信的】 

③を実現するための実験であるため、放送を通信に近づけるための試み

と言える。 

⑤マルチメディア放送の相互

接続性の向上を目的とした

テスト環境の提供など 

【通信的】 

複数の規格が存在することが前提となっているため、通信的なテスト環

境の構築を目指していると言える。 

⑥IPDC 部分の上に乗るベアラ

非依存のサービス提供レイ

ヤーなどの仕様策定 

【通信的】 

特定の方式に依存しない形での仕様策定なので、通信的と言える。 

⑦上位層部分や、固定・移動問

わずに利用可能な技術仕様

の策定活動そのものの在り

方 

【通信的】 

特定のレイヤーがほかのレイヤーによって一方的に制御・支配されると

いうことを排除する方向での仕様策定なので、通信的と言える。 

⑧スケーラブルなコンテンツ

デリバリーネットワークの

在り方の検討、それに伴うコ

ンテンツ流通の在り方の検

討 

【通信的】 

技術基準に合致した端末をネットワーク（IP 網）に自由に接続し、端

末間の通信を柔軟に行うことが可能であることというネットワーク中

立性の原則に準拠した複数のネットワーク環境が存在することが前提

となっているため通信的と言える。 

⑨それに伴うＩＰＤＣ自体の

概念拡張（通信・放送、モバ

イル・固定を問わない配信路

の使い分け等） 

【通信的】 

固定したネットワークではなく、複数のネットワーク環境における IP

の利用を前提とした概念の拡張を目指しているため通信的と言える。 
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新ビジネス検討 WG 最終報告書において提示された課題の中では、「②放送の

通信的な利用時に於ける放送規律との整合性の整理や、同じく著作権問題等」

のみ、放送的な規制を検討する取組みが期待されているが、その他の取組み要

望に関しては、概して、通信的に多様性の追求が求められており、既存の放送

のポジションに比べて、大幅に通信的なポジションでの規格策定組織が求めら

れていると言える。 

つまり、図の中ではより、通信に近い位置にプロットされることになる。 

 

 

 

 

IPDCが放送設備を利用するものであり、IPTVが通信設備を利用するものであ

るにも関わらず、IPDC のほうが IPTVよりも通信的に解決すべき点が多く、通信

により近い位置にプロットされることについては、以下の理由が挙げられる。 

 

１）通信的に利用する制度が未整備であるため 

IPDCは放送波を利用するが、その上に乗るコンテンツは、既存の放送コンテ

ンツに限らず、インターネット上を流通するようなデータを取り扱うことがで

きる点に新規性がある。 

放送コンテンツの利用については、既存の制度枠や商慣習の中で適用可能な

ものも多いのに対し、通信コンテンツを利用する際には、図２－３で見たよう

に現在のところ、これを適用すべき制度が未整備であるため、通信的に利用す

る場合の課題が多くなっている。 

 

２）IPTVの枠組みの成り立ちに行政が関与しているため 

第３章第５節にも記述した通り、IPTVの検討は地上デジタル放送の難視聴地

域対策として始まっている。 

図 ４-5 通信放送課題解決枠組みモデル（２） 
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そのため、課題もいかに放送コンテンツを IP再送信するか、または NGN網を

使った場合の放送コンテンツの流し方など、放送コンテンツの取り扱いに比重

が置かれている。これに対し、IPDC では、第３節で見てきたとおり、議論には

総務省なども関わっているものの解決すべき課題をまとめるにあたっては、既

存の放送、通信事業者より上位レイヤーのインターネットプラットフォーム事

業者、コンテンツ事業者などによる事業への障害などが新たな課題として問題

提起されたため、通信的に利用する場合の課題が多くなっている 
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第５章 IPDC フォーラム設立の方針 

 

第４章において、IPDC領域においては、既存、放送領域よりも通信領域に近

い多様な組織策定の参加者、下位レイヤーの複数方式の運用を前提にした組織

によって、課題解決が行われることが望ましいことを述べた。 

本章以降は、それらの条件を満たした組織（任意団体 IPDCフォーラム）をど

のようにつくり、その組織が、新ビジネス検討 WG最終報告書において提示され

た課題を解決していくことができるのかを評価して、提示したモデルの妥当性

を検証する。 

新ビジネス検討 WGの事務局であった KMD は、最終報告書において提示された

今後の取り組むべき課題解決に向けて、IPDC フォーラム設立準備委員会を構成

し、「従来の放送関連プレーヤー以外の業界からの参加を促す」「複数の放送方

式を推進する事業者の参加による議論を行うという２つの新たな方針が打ち出

され、会員獲得を目指すこととなった。 

 

 

第１節 多様な業界からの参加 

 

新ビジネス検討 WG の最終報告書において出された課題には、「新サービス・

ビジネスの創出」「上位層の標準化」「スケーラブルなコンテンツデリバリーネ

ットワークにおけるコンテンツ流通の在り方など、検討の範囲を技術的な検討

から、ビジネス・サービス面、制度面を対象に含む範囲に拡大することが挙げ

られた。 

これにより、従来、IPDCを議論してきた放送事業者、通信事業者、ソフトウ

ェア、ハードウェアのベンダーなどの範疇に収まらない多様な業界の事業者と

の議論により解決すべきとの方向性が出された。 
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（１） 総務省オブザーブの獲得 

準備委員会では、まず、多様な業界の事業者からの参加を促す準備として、

ICT領域の所管官庁である総務省のオブザーブを獲得して、政府が積極的に後援

している事業分野であるとの認識を関心のある業界に広げるための活動を行っ

た。 

次世代 IPネットワーク推進フォーラム利活用部会では、総務省電気通信技術

システム課のオブザーブを得ていたが、IPDC フォーラムの活動範囲が放送技術

や制度問題に及ぶところから、電気通信技術システム課では所管外とのことで

引き続いてのオブザーブを獲得することはできなかった。その後、放送技術課

へのアプローチを行ったが、こちらも法体系の議論は所管外であるとの判断で

オブザーブの獲得はできなかった。 

しかし、（２）で後述する各種伝送方式推進団体との協議などにより、フォー

ラムのステップとしては、一足飛びに制度化を議論するものではなく、まずは

制度化のための事例創出活動を最初に来るステップと位置付けることとして、

「電気通信システム及びこれに係るプログラムの開発及び普及による情報の電

磁的流通の高度化」を所管事務とする情報流通振興課のオブザーブを獲得する

図 ５-1 IPDCフォーラムの検討範囲と想定メンバー 
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ことができた。 

ここでのポイントは、総務省などの官庁の意向に沿って、組織の設立のため

のアクションを起こしたのではなく、あくまでも準備委員会が自ら、総務省の

オブザーブを得ることが組織設立への環境整備に役立つと判断し、行動した点

である。これにより、IPDC フォーラムについての行政の関与の度合いは、IPTV

フォーラムのように元々、行政の意向がある中での組織策定でもなく、通常の

インターネット技術、サービスのように特段、公的な支援に関わりなく普及に

努めるものとも異なる点に位置づけられるのである。 

 

（２） サービスサプライヤー、コンテンツホルダーの参加 

IPDCフォーラムにおいて、実際にビジネス・サービス面、制度面の検討をし

ていく上では、従来の放送事業者、通信事業者、ソフトウェア、ハードウェア

のベンダーなどに加えて、新たにより上位レイヤーでのビジネスに関心を持つ

サービスサプライヤー、コンテンツホルダーなどが参画することが重要である

とされた。 

新ビジネス検討 WGにおいては、すでに公式会合において、既存の放送通信関

連業者以外のサービスサプライヤーやコンテンツホルダーを議題のプレゼンタ

ーとして招へいした実績があった。そこで、準備事務局はそれらプレゼンター

に個別にアプローチし、フォーラムへの参画の同意を得た。 

 

・株式会社アスコン（印刷・広告業） 

・株式会社毎日新聞社（新聞社） 

・株式会社 ISAO（ネットワークゲームソリューション） 

 

その他、2009年 6月 16日に行われた設立準備会開催及び 6月 30日の設立に

関するプレスリリースとそれを受けての報道により、準備委員会に問い合わせ

があった企業などが入会の意志を表明した。 

 

・セガサミーホールディングス株式会社（エンタテインメント事業） 

・株式会社 e-ten（気象サービス業） 

・株式会社読売新聞社（新聞社）※ 

 

※株式会社読売新聞社は、先方からの問い合わせではなく、準備委員会が個別

にアプローチして入会の同意を得たもの。 
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第２節 複数伝送方式推進団体の参加 

 

新ビジネス検討 WG の最終報告書において出された課題には、また、「マルチ

メディア放送の相互接続性の向上」「IPDC部分の上に乗るベアラ非依存のサービ

ス提供レイヤなどの仕様策定」「上位層部分や、固定・移動問わずに利用可能な

技術仕様の策定活動」などが挙げられ、IPDC フォーラム準備事務局では、IPDC

フォーラムにおいては複数の伝送方式が存在する前提で、上位アプリ標準化や

互換性を検討していくことが必要であるとの結論に達した。 

 

 

 

そこで、2008年 10 月の携帯端末向けマルチメディア放送方式として計画又は

想定されている具体的システム等の提案を行った５団体（方式としては３方式）

に対し、個別に IPDC フォーラム参画の勧誘を行った。 

上記５団体のうち、マルチメディア放送企画 LLC 合同会社（現：株式会社マ

ルチメディア放送）以外の４団体の関係者は既に新ビジネス検討 WGに参加して

いたため、その参加者に対し個別にアプローチを行った。 

図 ５-2 IPDCフォーラムの規格検討レイヤー 
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また、株式会社マルチメディア放送についても個別にコンタクトを取り、入

会の勧誘を行っている。 

 

（１） ISDB-Tsb 陣営参加の経緯 

ISDB-Tsb規格を推進している陣営では、株式会社エフエム東京と交渉を行っ

た。 

エフエム東京は、新ビジネス検討 WGにおける課題抽出、また、準備事務局で

の設立方針策定に関しても積極的に関与し、多様な業種、複数伝送方式推進団

体の参加などの入会勧誘方針についても同意していた。 

そのため、当初から IPDCフォーラムへの参加を表明し、幹事社となった。 

 

（２） ISDB-Tmm 陣営参加の経緯 

ISDB-Tmm規格を推進している陣営では、主に、株式会社フジテレビジョンに

対して交渉を行った。 

交渉の段階で、フジテレビジョンからは以下の懸念が示された。 

 

①技術規格について 

・ISDB-Tmmの規格を変更するような議論は受け入れられない。 

・後述（第５章第１節）のフォーラム組織案に関し、ビジネスと技術を切り離

す活動ではメリットがないのではないか？ 

 

②制度について 

・制度に直結するような話は、フォーラムではなく事業主体者が個別に検討す

べきことである。 

・放送規律、コンテンツフィルタリング、レーティングなど放送の責任につい

ての議論は必要だと認める。 

 

これに対し、準備事務局は、 

 

①技術規格について 

・技術分野については、アプリケーションレベル、プログラムレベルの変更で

対応するレイヤーでの議論を想定している。したがって、伝送規格の変更は

議論の対象とは想定していない。 

・ビジネス・サービス部会と技術部会は連絡を密にする。 
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②制度について 

・制度問題の取り扱いについては、他のアプローチしている団体からも同様の

意見が寄せられており、別途、アンケートなどにより、意見を集約し、最終

的な方針を決めるものとする。 

 

と回答した。 

これらの交渉の後、フジテレビは、IPDC フォーラムへ幹事社として参画を決

定した。 

なお、新ビジネス検討 WGのメンバーではなかったが、コンタクトを取り、入

会することとなった株式会社マルチメディア放送もこの陣営に属する。 

 

（３） MediaFLO 陣営参加の経緯 

MediaFLO規格を推進している陣営では、主に株式会社 KDDIに対してアプロー

チを行った。 

KDDIは、当初、参加に慎重であったが、他の参加者の動向を見極めた上で、

幹事社として入会することに合意した。 

なお、同じく「携帯端末向けマルチメディア放送方式として計画又は想定さ

れている具体的システム等の提案」に MediaFLO 規格を提案したクアルコムジャ

パン株式会社も設立時に会員として入会した。 

 

上記のように、「携帯端末向けマルチメディア放送方式として計画又は想定さ

れている具体的システム等の提案」を行った全事業者が会員として加わること

により、複数の伝送方式が存在する前提で、上位アプリ標準化や互換性を検討

する議論の場が整うこととなった。 
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第６章 現在の IPDC フォーラム 

 

第４章において、通信放送融合型サービス規格を策定するに当たり、多様な

組織策定の参加者、下位レイヤーの複数方式の推進者が参加する組織をどのよ

うに立ち上げたかについて述べた。 

本章では、設立された組織 IPDCフォーラムにおいて、課題を解決するために

どのような内部組織が作られ、またどのような活動がそれぞれの組織において

行われているかを述べる。 

 

 

第１節 組織構成策定の意図 

 

新ビジネス WG 最終報告において提言された課題は IPDC フォーラム設立準備

委員会により、以下の通りに分類された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記分類に従って、それぞれの分野を討議のフィールドとした部会を立ち上

図 ６-1 新ビジネス WG報告書による課題の分類 
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げることが、課題解決につながるとの結論に至り、設立準備事務局では組織案

の策定に取り掛かった。 

 

（１） 設立準備会における組織案 

2009年 5月 29日に開催された設立準備会において事務局は、上記課題分類に

対応した部会を設ける組織案を提案した。 

 

＜企画部会＞ 

①目的 

・IPDCに係る各種調査、情報提供を行うとともに、必要な対外活動を行う。 

②当座の活動 

・ビジネス・サービス部会のニーズに基づき、必要な制度整備に関する要望書

をとりまとめ公表する。また、総務省等関係機関への提案を行う 

 

＜ビジネス・サービス部会＞ 

①目的 

・サービスサプライヤーとなる可能性がある企業に対し、IPDC に関する認識、

理解度を深めるとともに、世論形成を行っていく。 

②当座の活動 

・ビジネスを展開する立場として、実現されるべきサービス像の提示をビジネ

スモデル、ユーザー利用動向などの観点から行う。 

・実現されるサービス像のアウトプットは、企画部会における法制度的にクリ

アすべき課題、技術検討部会におけるサービス仕様要件の抽出ができる程度

まで明確化する。 

 

＜技術検討部会＞ 

①目的 

・実サービスに必要となる要件仕様を定義し、各方式での展開に必要なソリュ

ーションを検討。 

②当座の活動 

・ビジネス・サービス部会で提示された実サービス像に対する仕様要件の定義。 

・各方式間やインターネットとの相互接続実験、様々な実証実験の実施、およ

び技術サポート。 

・OMA31などの仕様策定団体や、各方式の推進団体との積極的な連携を計る。 

                         
31 OMA：Open Mobile Alliance。携帯電話の国際規格策定を行う組織。 



- 49 - 

 

 

これに対し、KDDI から、まずは利活用検討部会ひとつを設け、その中で勉強

会、検討を行うことが望ましく、検討内容が具体化、進んだ段階で、専門部会

を設けることが提案され、部会の在り方については、設立後、会員アンケート

を行うこととなった。 

 

（２） 会員アンケートを受けた組織案 

６月 30 日の IPDC フォーラム設立を以て、準備事務局より移行したフォーラ

ム事務局は、７月３日に設立時の会員に対し、アンケート票を送付した。 

その集計結果をベースに以下の４つのカテゴリに分類し、各カテゴリごとに

意欲のある会社などに対して検討リーダーを依頼し、それぞれの進め方や、具

体的なテーマ設定を提案させ、その結果を受け、部会を設置する方針を 7 月 23

日の幹事会に提案し承認された。 

 

カテゴリ１：サービス・ビジネス 

カテゴリ２：調査 

カテゴリ３：普及啓蒙・対外交流 

図 ６-2 IPDCフォーラム組織構成案 
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カテゴリ４：技術検討 

 

これを受けて、順次、検討リーダーを希望する会員が立候補次第、部会の具

体化を検討し、幹事会の承認を経て、部会メンバーを募集し、活動を開始する

こととなった。 

 

※カテゴリ３については、フォーラム全体の運営に関わる要素が多いため、事

務局が中心となって活動内容を提案することとした。 

 

 

第２節 技術検討部会 

 

（１） 技術検討部会の設立 

慶應義塾大学は検討リーダーとして技術検討部会の設置準備に取り掛かった。 

事前ヒアリングおよび 7月 30 日に参加を希望した 7社と準備会合を行い、以

下の要望、部会の取り扱いテーマが挙げられた。 

 

＜IPDC Forum への期待＞ 

・IPDC における放送型通信のビジネス可能性を睨みながら、伝送レイヤーによ

らないプラットフォームレイヤーに課金･認証･決済分野を確立出来る事。 

・国内外における情報インフラの整備状況と複数のインフラを組み合わせたサ

ービスの可能性 

・海外のメディア融合の事例、海外の IPDC、ESG32 等の技術方式紹介など 

 

＜必要と思われる部会について＞ 

・デジタルコンテンツを扱う上でのマネージメントレイヤーの課題形成と解決

（課金・認証・決済の仕組みと運用が入ると思われるため） 

・IPDC の世界観を固めた上で、必要なサブワーキング（技術・サービス・権利

処理等） 

・ECG の考え方、DRM 33などのセキュリティーの検討、IP コンテンツの属性処

                         
32 ESG：Electric Service Guide。DVB-Hでは、ユーザーが端末上で必要なサービスを見つ

けるためのサービスと定義される。 

他の方式では ECG（Electric Contents Guide）、EPG（Electric Program Guide）と呼ぶ

場合もある。 
33 DRM：Digital Rights Management。デジタルデータの著作権管理手法。 



- 51 - 

 

理（限定受信、権利処理、デバイス認証）の規格化、受信機能（ブラウザー、

簡易コンテンツ）の標準化 

・ECG/EPG、マルチデバイス/デバイスフリー、IP レイヤーでの受信制御や暗号

化など基本となる IPDC 仕様の検討。情報通信審議会で検討されている内容

のレビュー。 

・ガラパゴス34にならないための技術仕様の検討。 

・端末仕様検討部会の設置 

・プレイヤーが参加しやすく、場が賑わうようなプラットフォーム (IPDC) 造

りサービスやコンテンツ仕様の標準化、および、ポータビリティーの確保の

ための検討部会、扱うネットワークも IPDC に限らず、インターネット、

WiMax35、LTE なども含むものとする事が望ましい。 

 

これら、意見を踏まえて、8月 26日の幹事会において、技術検討部会設置方

針を以下のように提案した。 

 

＜検討課題＞ 

・検討を必要とする諸問題を「コンテンツ＋アプリケーション」、「プラット

フォーム」、「伝送インフラ」の３ドメインに分類する。 

・これらのドメインに関して諸外国での動向も考慮しつつ議論を行うと共に、

技術的な解決策を検討する。 

・ここで検討される仕様に関しては、既に仕様化や標準化が行われている各通

信、放送方式の技術仕様の上に構築するものであり、既存の技術仕様の変更

を迫るものとはしない。 

 

                         
34 ガラパゴス化：生物相におけるガラパゴス諸島のように、限られた地域で技術やサービ

スが独自の進化を遂げ、国際標準とかけ離れること。 
35 WiMAX：無線通信規格の一種。WiFiよりも広エリアをカバーできる。 
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図 ６-3 技術検討部会の検討範囲 

 

 

＜スケジュール、アウトプットについて＞ 

・９月より活動開始予定 

・活動内容は実サービスを想定した上で、各ドメインにおいて問題と成り得る

ポイントを把握する。 

 

－既存のサービス、コンテンツ仕様の調査： 

DVB-H 関連や OMA ではどのような検討がなされ仕様化されているのか、その

中で日本において適用可能な仕様はあるか、新規の設計する必要のある仕様

はどのようなものか、等について調査を行う。 

－解決策の検討： 

把握した問題点に対し、その解決策を検討する。検討に際しては「既存のサ

ービス、コンテンツ仕様の調査」の結果を十分に考慮する。 

－他団体との協調関係の構築： 
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ISDB-T マルチメディアフォーラム36、VL-P37、FLO Forum38 等の団体との協調

関係を構築し、実際の環境での利用に耐えうる仕様を目指す。 

・ガイドラインの作成： 

議論の結果をふまえ、サービスやコンテンツを設計、ユーザーに提供するに

あたり考慮するべきポイントをまとめたドキュメントを作成する。 

・報告書の作成 

活動内容の年次レポートの作成を行う。 

 

本提案は幹事会で承認を受け、9月より、部会として活動を開始した。 

 

（２） 技術検討部会の活動 

技術検討部会の最初の作業は、部会員より寄せられた意見からアウトプット

のイメージを固め、最終アウトプットへの工程をスケジュール化することであ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月には、スケジュールに従い、その後、スケジュールに沿って、部会員

                         
36 ISDB-T マルチメディアフォーラム：ISDB-Tを用いたサービスの研究、プロモーションを

目的とする業界団体。 
37 VL-P：V-LOW帯マルチメディア放送推進協議会。VHF-LOW帯マルチメディア放送の普及に

向けて、サービスイメージの検討、運用規定策定などを目的とする業界団体。 
38 FLO-Forum：世界規模での MediaFLOの技術標準化、普及を図ることを目的とする非営利

組織。 

図 ６-4 技術検討部会スケジュール 
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が各自、持ち寄りることで、想定ユースケースの策定が始まった。 

想定ユースケースの候補としては、以下のものなどが挙げられた。 

 

・大規模双方向サービスにおける共通ステータス情報の配信 

－オンラインゲームにおけるマップ情報の更新など 

 

・コンテンツのクオリティよりも鮮度が重視される情報の即時配信 

－ニュース／天気／株価情報／スポーツのスコア 等 

 

・地域限定情報の配信 

－公共情報／店舗セール情報／イベント情報 等 

 

また、OMAにおけるユースケース構成を調査し、本部会におけるユースケース

設定の参考とした。その結果、以下３点についてのガイドラインを 2010年 3月

までに作成することとなった。 

 

①IPDC ならではのセキュリティモデル 

・通信路でのセキュリティ 

・DRM 

②IPDC 向けのコンテンツガイド 

・小さなファイルに対するガイドなど 

・インターネット, IPTV, 衛星通信（放送）などとの互換性 

③ダイナミックな CDN 

・クラウド39 や P2P40 などと連携した CDN 

 

 

第３節 調査部会 

 

調査部会は、株式会社博報堂が中心となって部会の設計を行った。 

調査部会では、会員アンケートの結果から、海外動向の調査および法制度関

連の調査が調査部会のミッションとされたが、まずは今後の IPDC 分野での方針

策定や技術検討の参考となる情報の集積を図る目的から海外動向の調査を実施

                         
39 クラウドコンピューティング：ハードウェア、ソフトウェア、データなどを個人で管理

せず、インターネット経由のサービスとして利用すること。 
40 P2P：サーバーを介さず、端末間が対等に通信する方式。 
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する方針を提案することとなった。 

2009年８月 26日の幹事会で、設置の承認を経たのち、10月 29 日に第一回の

部会を開催し、活動を開始している。 

 

調査部会の活動については、 

 

・諸外国の公表データ収集による定量的調査 

・諸外国における通信放送融合型サービスの事例収集 

・海外の通信放送事情に関する専門家を招いてのヒアリング 

 

が活動の進め方として提案され、部会において承認された。 

 

調査のポイントは、 

 

・諸外国が IP網を利用したコンテンツ配信をどのようにとらえているか？ 

・諸外国が通信放送融合領域における新しいビジネスモデルとして、どのよう

なサービス展開を模索しているのか？ 

 

などの観点から進められている。 

 

本部会における調査は順次、技術検討部会にフィードバックされるとともに

2010年 3月にとりまとめ及び報告が行われるスケジュールとなっている。 

 

 

第４節 他団体とのリエゾン 

 

IPDCフォーラムでは、事務局が中心となった対外交流活動として IPを利用し

ての放送実験を行っている各種団体と相互情報提供や活動協力を通じてリエゾ

ン関係を結んでいる。 

IPDCフォーラムとしては、これら団体への協力活動を行うことが、結果的に、

新ビジネス WGにおいて挙げられた課題の解決につながるものと考え積極的な関

与を行っている。 

 

（１） ユビキタス特区 

2008年 1月、総務省は、「革新的 ICTサービス」「安心できる社会の実現」「電
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波の有効利用」などを通じて ICT の国際競争力強化推進を目的とする 22件のユ

ビキタス特区事業を創設した。 

このうち、7つの特区は、通信放送連携プロジェクトの特区とされ、その中で

も福岡（ISDB-Tsb）、沖縄、松江（共に MediaFLO）の各特区においては、IP マ

ルチメディア放送の実験を行う計画であった。 

IPDCフォーラムでは、これら特区と関連する会員（福岡は TFM、CSK、沖縄は

KDDI、松江はクアルコム）を通じて、密に情報交換を行い、各特区は勉強会の

機会などを通じて、IPDCフォーラムに情報提供を行っている。 

 

（２） AMIOフォーラム 

AMIO（All Media in One）フォーラムはデジタル放送波を利用した新聞、雑

誌などの紙メディアの配信実現を目的として、通信社、新聞社、出版社、放送

局及び慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科などが 2009 年 11 月９日に

設立した。 

IPDCフォーラムは、AMIOフォーラムと関連する会員（ユビキタス特区事業の

委託を受けた株式会社ネクストウェーブ、放送設備を提供するフジテレビジョ

ンなど）と情報を共有し、実験に協力している。 

AMIOフォーラムでは、2010年 3月より、通信社、新聞社、出版社などが保有

する新聞、雑誌などのコンテンツを配信する実験を行う予定であるが、現在、3

月 3日に予定されている IPDCフォーラムのシンポジウムに向けて、慶應義塾大

学構内に実験放送局免許を申請し、そのシンポジウムにおいてコンテンツ配信

実験を一般公開する方向で調整が行われている。 
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第７章 ここまでの IPDC フォーラムの活動評価 

 

本章では第２章において提示したモデルの方針に沿って、立ち上げた IPDCフ

ォーラムが、初期の課題について正しく対応できているかを、現在の活動状況

と対応させることで、検証する。 

 

 

第１節 初期の課題検証 

 

（１） 新ビジネス WGが提示した課題の検証 

新ビジネス WG において、示された課題への取組みに対し、第５章の IPDC フ

ォーラムの活動と対応させることで、その進捗を検証する。 
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表 4 課題に対する進捗状況 

必要な取組み 進捗状況 

①放送の仕組みをコンテンツデリバリーの

一方式として利用（放送の通信的な利用）

するための制度枠の創設 

未着手 

②放送の通信的な利用時に於ける放送規律

との整合性の整理や、同じく著作権問題等  
AMIOフォーラムとのリエゾン 

③放送の通信的な利用により可能となる新

しいサービスやビジネスの積極的な創出 
技術検討部会、調査部会による WG活動 

④そのための実証実験などの機会の積極的

な後押し（特区制度のより積極的な活用等） 
各ユビキタス特区とのリエゾン 

⑤マルチメディア放送の相互接続性の向上

を目的としたテスト環境の提供など 
技術検討部会および AMIOフォーラムとのリエゾン 

⑥IPDC 部分の上に乗るベアラ非依存のサー

ビス提供レイヤなどの仕様策定 
技術検討部会による WG活動 

⑦上位層部分や、固定・移動問わずに利用可

能な技術仕様の策定活動そのものの在り方 
技術検討部会による WGの進め方検討 

⑧スケーラブルなコンテンツデリバリーネ

ットワークの在り方の検討、それに伴うコ

ンテンツ流通の在り方の検討 

技術検討部会、調査部会による WG活動 

⑨それに伴うＩＰＤＣ自体の概念拡張（通

信・放送、モバイル・固定を問わない配信

路の使い分け等） 

技術検討部会、調査部会による WG活動 

 

 

①放送の仕組みをコンテンツデリバリーの一方式として利用（放送の通信的な

利用）するための制度枠の創設 

 

当初の IPDCフォーラムの組織設計では、法制度に関する領域は調査部会にお

ける検討事項とされた。しかし、現在のところは、その前提となる海外動向調

査が行われている段階であり、本年度中は法制度関連の議論までは踏み込む予

定はない。 

 

②放送の通信的な利用時に於ける放送規律との整合性の整理や、同じく著作権

問題等  
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実際に著作権者の存在するコンテンツの配信実験を行うAMIOとのリエゾン関

係を通じて、本問題の所在を明らかにし、ガイドライン策定等の方策について

提言を行っていく環境を整える段階である。 

 

③放送の通信的な利用により可能となる新しいサービスやビジネスの積極的な

創出 

 

技術検討部会によるユースケース選定、調査部会による海外ビジネスの調査

活動などを通じて、新サービス、ビジネスの進むべき方向性についての提言を

取りまとめている。 

 

④そのための実証実験などの機会の積極的な後押し（特区制度のより積極的な

活用等） 

 

ユビキタス特区事業を展開している各地の企業とのリエゾン関係によって、

IPDCフォーラムとして協力する体制が作られている。また、IPDCフォーラムが

主催するシンポジウムなどの機会を実験を一般に公開する機会として提供する。 

 

⑤マルチメディア放送の相互接続性の向上を目的としたテスト環境の提供など 

 

リエゾン関係にある各ユビキタス特区に対し、関連会員を通じて、各特区に

おいて、技術検討部会において作成されているセキュリティ、コンテンツガイ

ドなどの、実験での採用を働きかけている。 

 

⑥IPDC部分の上に乗るベアラ非依存のサービス提供レイヤなどの仕様策定 

 

現状、技術検討部会においては、下位伝送レイヤーの差異に関係なく利用で

きるセキュリティ、コンテンツガイドの作成が進めている。 

 

⑦上位層部分や、固定・移動問わずに利用可能な技術仕様の策定活動そのもの

の在り方 

⑧スケーラブルなコンテンツデリバリーネットワークの在り方の検討、それに

伴うコンテンツ流通の在り方の検討 

⑨それに伴うＩＰＤＣ自体の概念拡張（通信・放送、モバイル・固定を問わな

い配信路の使い分け等） 
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技術検討部会をはじめとする IPDCフォーラムの組織策定は、まさにその在り

方を示すために行われたものと言える。 

 

①～⑨までの対応状況を見ると大きく３つに分けることができる。 

 

 

表 5 課題への対応状況による分類 

Ⅰ．IPDC フォーラムの部会活動に

よる課題への対応 

サービス・ビジネス分野：③ 

技術分野：⑥、⑦ 

その他：⑧、⑨ 

Ⅱ．IPDC フォーラムが他団体と協

力することによる課題への対

応 

制度分野：② 

サービス・ビジネス分野：④ 

技術分野:⑤ 

Ⅲ．未着手 制度分野：① 

 

 

これは、新ビジネス WG の分類に照らせば、Ⅰは IPDC フォーラムによる部会

活動が４つのジャンルのうち、ビジネス・サービス分野（③）、技術分野（⑥、

⑦）、その他（⑧、⑨）について、開始できていることを示している。 

一方、IPDCフォーラム単体で実現しえていない制度分野やサービス、ビジネ

ス、技術に関する実験などの部分に関しても多くは他団体との協力関係により、

課題への対応にコミットできている状況と言える。 

 

（２） 新しい放送技術規格策定方法に向けての進捗 

当初の目的である多様な組織策定の参加者、下位レイヤーの複数方式の運用

を前提にした組織によって、技術規格の策定が行われるという観点で見ると、

課題の中でも特に重視されるべきは、IPDC における技術策定の進め方やその在

り方、組織などを課題とした⑦、⑧、⑨などと言える。 

これらの活動については、第４章において、詳述した通り、IPDC フォーラム

を設立する上で、もっとも重視された点であり、特筆すべき活動と言える。 
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第２節 課題の積み残しについて 

 

第１節において、新ビジネス WG において提示された課題に対して、IPDCフォ

ーラム設立後の活動が、どのように対応してきたかを見てきた。 

しかし、IPDCフォーラムは未だ、その活動の開始より半年を経たのみであり、

いくつかの課題についてはこれからのさらなる対応が求められる。 

 

（１） 制度問題への着手 

前掲の課題９項目のうち、唯一、未着手なのは「放送の仕組みをコンテンツ

デリバリーの一方式として利用（放送の通信的な利用）するための制度枠の創

設」である。 

本課題は、組織策定においては、調査部会の管掌とされたが、現在は、その

前段階となる海外動向の調査研究を行っている。 

また、設立前のヒアリングにおいて、時期尚早を主張した会員もいたため、

それら会員を説得するだけの材料も必要である。 

2010年は、国会において情報通信法が審議される予定であり、この時期のIPDC

としての法制度への提言は重要であり、現在の調査、研究の状態から、政策提

言可能な状況に早期にシフトすることが求められる。 

 

（２） リエゾン関係の強化／再構成 

前掲の課題のうち、実際の実験環境やコンテンツなど最上位レイヤーに関す

る研究に関しては、IPDC フォーラムでは、勉強会、シンポジウムといった一般

への普及促進の場を提供し、通信放送融合関連の団体に発表の場を提供してい

る。 

一方で、IPDCフォーラム自らが実験を実施する状況にないため、課題への対

応が間接的となっている。これは、今後、現在、IPDC フォーラムにおいて活動

している技術検討部会、調査部会の調査、研究の成果をリエゾン団体にフィー

ドバックすることで、より課題解決へと向かうような関係構築を進めるととも

に、課題によっては、自らが実験局の免許を受けて活動することも検討してい

く必要がある。 
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第８章 まとめ 

 

本章では、本稿の学術論文としての意義と課題、本稿において研究対象とし

た IPDCフォーラムへの提言をおこなってまとめとする。 

 

 

第１節 本稿の学術的意義 

 

本稿の学術論文としての要素は以下の通りである。 

 

（１） 調査対象と方法 

通信放送融合領域の技術規格策定の在り方の検討を行う上で、放送設備から

IPを共通レイヤーとしてコンテンツ配信を行う IPDCの制度、技術規格策定、サ

ービス・ビジネスの創出を目指す IPDCフォーラムを調査対象とし、過去の放送

規格、通信規格それぞれの策定段階での課題解決枠組みの特徴と比較し、融合

領域においての本フォーラムの活動の妥当性を立証した。 

 

（２） 調査対象における筆者の役割 

本稿で調査対象としているIPDCフォーラムの組織デザインは筆者自身が行っ

ており、仮説を論証するための活動を実地で行っている。 

 

（３） 新たなモデルの提示 

本稿の特徴的な新規性として、通信、放送の融合領域の技術規格策定段階の

課題解決において、規格化原案策定を行う組織、検討される規格の多様性、行

政の関与の度合いにより、融合領域の技術に求められる条件をマッピングして

課題解決のための組織構成の枠組みを作ることができるという新たなモデルを

提示した。 
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第２節 本研究における今後の課題 

 

本研究においては、組織の多様性、検討される規格の多様性、行政の関与の

度合いが、通信と放送では対極に位置づけられる点に着目して、その融合領域

にあたる新技術である、IPDC が現在抱える課題に対し、本モデルによって導か

れた組織策定の方針に従い、設立した IPDC フォーラムが実際に有効に機能して

いるかを検証することで、モデルの有効性を立証した。 

但し、本モデルは現在のところ、通信放送融合領域の技術、サービスでは IPDC

と比較対象とした IPTV のプロットにより立証されている状態であり、本モデル

を通信放送融合領域全般について有効なモデルであるかは、なお複数のサンプ

ルとなるデータによる補強が必要であろう。 

また、本モデルでは、組織の多様性、検討される規格の多様性、行政の関与

の度合いの三要素全てが、通信的なベクトル、放送的なベクトルに二分され、

IPDC、IPTV ともそのベクトル上にあるが、今後、新たな通信放送融合型サービ

ス、技術がプロットされる中で、ある要素については通信的でも別の要素につ

いては放送的であるなどのケースが出てくる可能性がある。 

その場合には、本モデルが２軸、３軸などに発展していくことも考慮すべき

である。 

 

 

第３節 IPDC フォーラムへの提言 

 

現在の IPDCフォーラムは、第３章において提示したモデルの条件の多くを満

たしているが、設立間もないこともあり、第６章にて確認した通り、積み残し

の課題が存在する。 

ここでは、それら課題に対し、IPDCが対処すべき方策を筆者なりに述べて結

びとする。 

 

（１） IPDC フォーラムのあるべきプレーヤー像 

現在の IPDCフォーラムは、提示したモデルの条件を満たしているが、これか

らの IPDCの様々な用途への適用を見込み、政策、産業、社会へ広く普及を図る

ためには、さらなる参画者、方式の多様性に対応する方向に運用されるべきと

考える。 

例えば、米国においても、かつては長い間強力な業界団体である全米放送事
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業者協会や商業放送局によって支配され、公衆や市民団体が政策決定過程にお

いて議論を行い、その決定影響を及ぼすことはほとんどないと考えてられてき

た。 [McChesney R. W., 1999] 

しかし、地上デジタル放送への移行促進策であるクーポンプログラム41などの

周知活動には、高齢者団体、公民権団体などといった非営利団体が積極的に政

府に働きかけ、活動した実績がある。 [清原聖子, 2009] 

日本でも、DVD録画機の補償金制度について主婦連42が積極的に発言し、その

意見がダビング 1043などの政策に反映されるなど、消費者視点が放送政策に影響

を与える例が見られるようになっている。 

IPDCフォーラムにおいても、今後は産業界の業種の広がりだけでなく、消費

者の視点を反映できるプレーヤーが参加して議論を行うことが、IPDC 普及のた

めに重要であり、そのための方策が求められる。 

 

（２） 国際戦略 

第３章で放送規格には、海外の影響を受けにくく、国内規格として独自に発

展する傾向があることを述べているが、IPDC は IPをベースとしたより通信的な

扱いが求められる技術であり、レイヤー構造となった ICT 分野の産業構造やグ

ローバル化した経済活動の中で、従来とは異なった関心が払われるべきである。 

尐子化による国内市場の縮小や新興工業国のコスト面でのアドバンテージに

より、日本の ICT 産業が国際競争力を失う中、総務省は ICT 国際競争力強化プ

ログラム44を推進し、デジタル放送の分野では、ISDB-Tが南米各国で採用される

などの成果を挙げている。 

しかし、既に紹介したように、世界各国では様々なデジタル放送方式が採用

され、巨大な市場である中国、インド、米国、ロシアなどでは既に他の方式が

採用されている。 

だが、そのような市場でも、IPDC でのプラットフォームレイヤー、アプリケ

                         
41アメリカでは地上デジタル放送への移行促進策として、アナログ放送用のテレビでデジタ

ルテレビを受信できるようにするコンバーターボックスの購入に利用できる 40 ドル相

当のクーポンを先着順に配布する政策が実施された。 
42 主婦連合会：消費者団体の草分け的存在。DVD 録画機の補償金制度については、文化庁私

的録音録画小委員会においてコピーワンスからダビング 10への移行に際し、その発言が

影響を与えた。 
43 ダビング 10：地上および衛星デジタル放送の DRMの一つで、ハードディスクに録画した

番組に対し、最大、コピー９回＋移動１回を行うことができる。 
44 ICT国際競争力強化プログラム：2007年５月に総務省に設置された「ICT国際競争力会議」

により提言された施策。「次世代 IPネットワーク」「ワイヤレス」「デジタル放送」が重

点分野として取り上げられている。 
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ーションレイヤーなどの国際標準化により、日本発のサービス、コンテンツが

進出できる可能性が生まれることになる。 

今後、IPDCフォーラムでは、OMAや DVB Forum、FLO Forumなどといった海外

で影響力を持つ標準化団体などとのリエゾン関係を積極的に構築する必要があ

る。 

 

（３） 放送政策への提言 

第３章でも見てきたとおり、未だに、日本における放送規格の開発は NHK 技

術研究所の基礎研究に、民放、メーカーなどが依存している状態が続いている

一方、通信分野では、90 年代後半に、国際状況に対応して、通信事業への参入

規制緩和などの政策を実施した結果、日本のインターネットビジネスに競争が

生まれ、安価にブロードバンドが利用できる環境が生じた。 

今後は、このような規制政策の転換によるレジームシフトが、放送技術の分

野でも起こることを期待する。 

既に、紹介したとおり、放送が限られたプレーヤーにより、運用されること

の根拠の一つである、周波数の有限性については、多くの研究者から疑義が呈

されている。 

その上で、放送がユニバーサルサービスであるがゆえに、送受信環境保護の

ために放送技術方式を固定するという考え方に対しても、IPDC を利用すること

などにより、複数の放送方式で共通のコンテンツが扱えるようになったり、放

送波を使ったソフトウェアのアップデートやインストールが容易になることな

どが期待され、放送技術の多様性も受け入れられる環境ができつつある。 

また、従来と異なり、放送技術方式についても国際展開が重要である点は、

政府も ICT国際競争力強化プログラムなどを通じて認識があり、実際に、ISDB-T

規格の海外展開などの実績を挙げているが、前節で述べたような、放送方式に

捉われない上位レイヤーの標準化を推し進めることによるビジネスのチャンス

もある。 

しかし、政府が放送技術分野での規制政策を転換することで得られる最大の

メリットは、日本の個々の企業が NHK の技術への依存体質を打破し、真に国際

競争力のある R&Dを行うことになることにあると信じる。 

IPDCフォーラムでは、上記のような観点から、積極的に政策提言を行い、技

術規格策定や海外連携により、政府施策をバックアップしていくべきである。 
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【資料１】IPDC フォーラム会員名簿（2009 年 12月現在） 

 

 

•株式会社アスコン 

•株式会社 eTEN 

•株式会社 ISAO 

•伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

•株式会社エフエム東京 

•株式会社 NTTデータ 

•エル・エス・アイ ジャパン株式会社 

•京セラコミュニケーションシステム株式会社 

•クアルコムジャパン株式会社 

•慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 

•KDDI株式会社 

•株式会社 CSK－IS 

•ジュニパーネットワークス株式会社 

•セガサミーホールディングス株式会社 

•株式会社スペースシャワーネットワーク 

•株式会社テレビ神奈川 

•株式会社電通国際情報サービス 

•日本電気株式会社 

•株式会社ネクストウェーブ 

•ネットワンシステムズ株式会社 

•株式会社博報堂 

•株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ 

•株式会社日立製作所 

•株式会社フジテレビジョン 

•株式会社毎日新聞社 

•株式会社マルチメディア放送 

•三井物産株式会社 

•モバイルメディア企画株式会社 

•UQコミュニケーションズ株式会社 

•株式会社読売新聞東京本社 
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【資料２】新ビジネス検ＷＧ構成員名簿（2009 年３月時点） 

 
 
安達 繁   有限会社ＩＴＶメディア社 
岡田 學  アドビシステムズ株式会社 
五十嵐 知宏  伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 
佐々木 武博  イメージコンテンツジャパン株式会社 
河西 竜二  ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 
藤 勝之  株式会社エフエム東京 
鈴木 英夫  オーバムジャパン 
大角 琢哉  沖通信システム株式会社 
後藤 裕久  沖電気工業株式会社 
前田 修作  クアルコムジャパン株式会社 
小菅 祥之  クアルコムジャパン株式会社 
中村 伊知哉  慶應義塾大学 
菊池 尚人  慶應義塾大学 
猪澤 伸悟  株式会社ＫＤＤＩ研究所 
木村 寛明  株式会社ＫＤＤＩ研究所 
宮島 恒敏  株式会社ＣＳＫ－ＩＳ 
明石 昌也  株式会社ＣＳＫ－ＩＳ 
三宅 正浩  ソフトバンクテレコム株式会社 
佐藤 和紀  株式会社ソフトフロント 
望月 匠  株式会社ソリトンシステムズ 
菅沼 真  株式会社 電算 
柳谷 圭介  日本電気株式会社 
今泉 浩幸  日本放送協会 
石川 勝一郎  株式会社ネクストウェーブ 
伊藤 博之  株式会社ネクストジェン 
伊田 吉宏  パナソニックコミュニケーションズ株式会社 
早川 和夫  株式会社日立製作所 
茂木 克之  富士通株式会社 
岡村 智之  株式会社フジテレビジョン 
上瀬 千春  株式会社フジテレビジョン 
山口 信太郎  株式会社ベリサーブ 
山崎 高日子  三菱電機株式会社 
守山 孝明  株式会社メディアッティ・コミュニケーションズ 
中村 政之  モバイルメディア企画株式会社 
 
新ビジネス検討ＷＧ事務局 
事務局アドレス：ｎｂｗｇ＠ｄｌｂ．ｓｆｃ．ｋｅｉｏ．ａｃ．ｊｐ 
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【資料３】総務省放送技術課への調査票 

 

２００９年１２月３日 

総務省放送技術課 羽多野係長様 

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 

修士課程 大坪 太郎 

 

放送技術規格策定プロセスに関する調査票 

 

私は、これから多くの登場が見込まれる放送と通信の中間領域に属するサービ

スについて研究いたしております。 

今回、その一環といたしまして、放送領域の技術規格プロセスにつきまして、

調査いたしたくご協力をお願いいたします。 

 

ARIB提案までのプロセス事例について、ご教示ください。 

 

○ARIBより、広く規格提案の募集はされるのでしょうか？ 

される場合、どのような方法で行われるのでしょうか？ 

 

○一つの技術領域に対して、複数の企業、団体より、それぞれ異なる規格の提

案があった事例はあるのでしょうか？ 

 

○ARIB 提案に挙げる前に、企業、団体が主導となって、他の企業の意見を非公

式にマージして、ひとつの案にまとめ上げるケースなどはあるのでしょうか？ 

 

 

現行の放送技術規格プロセスを踏まえる根拠、背景はどのようなものでしょう

か？ 

 

 

その他、現在の規格策定プロセスについて抱えている課題などありましたらご

教示ください？ 

 

 

以上、ご協力ありがとうございました。 
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【資料４】IPDC フォーラム設立 プレスリリース    

 

2009 年 6月 16日 

報道関係者各位 

 

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 

一般社団法人融合研究所 

 

通信と放送の融合にむけた具体的検討を開始 

「IPDCフォーラム」の設立について 

―6月 30日に設立総会を開催－ 

 

  慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）は、6月 16日、中村伊

知哉慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授を呼びかけ人代表として、

Internet Protocol Data Cast： IPDC）（注１）を利用したビジネス展開を検討

する事業者とともに、「IPDCフォーラム」設立準備会を開催いたしました。 

「IPDCフォーラム」は 6月 30日に設立総会を開催して正式に発足いたします。 

本フォーラムは、通信・放送融合サービスの発展に対応した具体的な制度の在

り方についての議論や 2011年以降のアナログテレビジョン放送終了後の VHF帯

を利用した「携帯端末向けマルチメディア放送方式」に関する検討、NGN（注２）

や LTE（注 3）など通信の世界で進む「全 IP 化」の流れなどの状況を踏まえ、

IP を共通基盤とした通信放送融合型のサービスにおいて、ビジネスモデルの確

立、課題の解消、サービス、システムの実証実験などを目的としております。 

 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）は、本フォーラムの諸活

動において研究協力を行うとともに事務局に参画いたします。 

また、本フォーラムでは、IPDCに関心のある企業の参加を広く募集いたします。

入会手続き等 

の詳細は、「IPDC フォーラムホームページ」（http://www.ipdcforum.org）をご

覧ください。 

 

フォーラムについて 

(1)名称 

IPDCフォーラム（任意団体） 

(2)活動内容 

・IPDCのビジネスモデル検討 

・IPDCの実用化に関連する課題抽出、課題解決の提言を働きかけ 
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・放送方式、アプリケーション、受信デバイスなどの実証実験 など 

(3)ホームページ URL 

http://www.ipdcforum.org 

(4)設立総会について 

日時 :2009年 6月 30日（火）17：00から 

場所: 慶應義塾大学三田キャンパス北館ホール 

東京都港区三田 2-15-45  

（JR京浜東北線・山手線 田町駅下車徒歩 8 分、 都営地下鉄浅草線・三田線 三

田駅下車徒歩 7分、 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅下車 徒歩 8 分）   

交通アクセス http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html） 

 

（注１）IPDC 

今まで、インターネットの世界で利用されてきた IP を通信、放送の区別なく、

あらゆるデジタルインフラでのコンテンツデリバリープロトコルとして利用す

ること、また、そのプロトコルを利用したサービスのこと。 

（注２）NGN 

Next Generation Network：IP技術を利用した次世代電話網であり、電話・デー

タ通信・ストリーミング放送の融合したマルチメディアサービスを実現するこ

とができる。 

（注３）LTE 

Long Term Evolution：2010年以降に導入される予定の新たな携帯電話の通信規

格。IPパケット通信のみをサポートし、音声通話にも IPを利用する。 

 

（本件に関するお問い合わせ先） 

IPDCフォーラム設立準備事務局（一般社団法人融合研究所内） 担当：大坪、

三上 

〒107-0052 東京都港区赤坂 3-13-3 みすじ 313ビル 4F 

TEL：03-5114-6722  FAX：03-5114-6723 

【事務局アドレス】  office@ipdcforum.org 

 

http://www.ipdcforum.org/
http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html


- 74 - 

 

【資料５】IPDC フォーラム設立報道事例 
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【資料６】設立時会員アンケート 

２００９年７月２日 
ＩＰＤＣフォーラム事務局 

 
ＩＰＤＣフォーラム アンケート 

 
１．御社は IPDCフォーラムにどのようなメリットを期待されますか？ 
 （勉強会で扱うテーマ、受け取りたい情報、交流したい団体、業界など） 
 
 
 
 
 
 
 

 
２．IPDCフォーラムにはどのような部会が必要と思われますか？ 
 （部会の目標、御社が取り組みたいテーマなど） 
 
 
 
 
 
 

 
３．その他 IPDCフォーラムへのご意見 
 （IPDCを一般に普及させるために行う企画など） 
 
 
 
 
 
 
 

 
以上、ありがとうございました。 
※本アンケートの締め切りは７月１０日（金）１７時までとさせていただきま
す。 
皆様からの率直なご意見を是非お待ちしております。 
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【資料７】第１回幹事会資料：会員アンケート集計結果 
 

2009 年 7月 23日 
事務局 

 
IPDC フォーラムアンケート集計結果について 

 
１．検討テーマについて 
アンケート期間：2009 年 7月 3日（金）～2009年 7月 10日（金） 
有効回答社数 ：1４社 
これらを分類すると、以下のようなカテゴリに整理することが出来た。 

検討テーマ 内容 

① 
サービスモデル、ビジネスモデルの検討･･･5社 
（特にコンテンツプロバイダからの意見ヒアリング･･･3社） 

② 
海外の動向（技術、制度、サービス）、海外団体との連携など･･･
6社 

③ 国内関連諸団体（DSC、MCF 等）との交流、リエゾン･･･5社 

④ 
技術検討（特にサービスレイヤ、マネージメントレイヤ）･･･
4社 

⑤ 受信デバイス関係･･･2社 

⑥ 事業免許方針、情報通信法との関係など･･･2社 

⑦ 普及啓蒙･･･アンケート項目 3で多数ご意見をいただいた 

 
 
２．「その他、IPDC フォーラムへのご意見」（普及のための企画等）について 
普及啓蒙や、一般的に IPDCという分野の構築のためのカンファレンスやデモン
ストレーション、イベント、シンポジウム等への参加、または企画 
■ 成果報告書を作成 
■ 課題や検討状況など、HPやメルマガで情報発信 
実験環境の構築や社会性の検証 
端末の共同開発 
データカルーセルによる DL放送と IPDCによる DL放送のすみ分けのための比較
検証 
IPDC送受信端末を開発する端末メーカーを巻き込んだ端末企画の検討 
技術検討に閉じず、サービス/コンテンツ、各受益者（広告事業者など）の巻き
込み 
今後の実ビジネスの動向とのバランスの重要性 
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【資料８】第１回幹事会資料：IPDC フォーラム体制案 

 

2009 年 7月 23日 

事務局 

 

IPDC フォーラム部会/WGの体制について（案） 

 

 

■資料 1－1の 7テーマについて、以下のように分類することとした。 

カテゴリ１：サービス・ビジネス（下記①⑤） 

カテゴリ２：調査（下記②⑥） 

カテゴリ３：普及啓蒙（勉強会）・対外交流（下記③⑦） 

カテゴリ４：技術検討（下記④） 

 

【資料番号：幹 1－1より】 

検討テーマ①：サービス、ビジネスモデルの検討 

検討テーマ②：海外の動向（技術、制度、サービス）、海外団体との交流、

リエゾン 

検討テーマ③：国内関連諸団体との交流、リエゾン 

検討テーマ④：技術検討（特にサービス/マネジメントレイヤ） 

検討テーマ⑤：受信デバイス関係 

検討テーマ⑥：事業免許方針、情報通信法との関係など 

検討テーマ⑦：普及啓蒙（アンケート項目 3 で多数ご意見をいただいた

もの） 

 

各カテゴリごとに、「意思/決意のある会社」などに対して検討リーダーを依頼

し、それぞれの進め方や、具体的なテーマ設定をお願いしていくこととしたい。 

その結果を受け、幹事会にて部会・ＷＧの設置を承認するとしては如何でしょ

う。 
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【資料９】OMA ユースケース構成 
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